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序  章  計画策定にあたって  

第１節  計画策定の背景と目的 

小金井市（以下、「本市」という。）では、平成 18 年（2006 年）3 月に「小金

井市一般廃棄物（ごみ）処理基本計画」（以下、「前計画」という。）を策定し

ました。 

前計画は、平成 18 年（2006 年）度から平成 27 年（2015 年）度までの 10

年間を計画期間とし、計画期間を前期・後期に分け、おおむね中間年での見

直しを予定していましたが、可燃ごみの安定的な処理体制について方向性が

定まっていなかったことを踏まえ、見直しについて延伸をしてきたところです。  

本市の可燃ごみを焼却処理していた二枚橋衛生組合の焼却炉は、施設の

老朽化に対応するため大規模な改修・補強工事などに取り組み、建替えにつ

いても検討してきましたが、これを実現するには至らず、平成 19 年（2007 年）3

月、全焼却炉の運転を停止しました。そのため平成 19 年（2007 年）4 月以降、

多摩地域の自治体及び一部事務組合に可燃ごみの処理をお願いしていると

ころです。各施設の周辺住民及び関係者に厚く御礼申し上げます。  

新たな可燃ごみ共同処理体制への移行に向けては、平成 26年 (2014年 )1

月、日野市・国分寺市・本市の 3 市にて、新可燃ごみ処理施設の整備による

ごみ処理の広域化について基本合意し「新可燃ごみ処理施設の整備及び運

営に関する覚書」を締結しました。この結果を踏まえ、本市は両市とともに新可

燃ごみ処理施設の平成 31 年（2019 年）度中の稼働を目指し、整備事業を

実施します。 

本市では、可燃ごみの安定的な処理体制について方向性が定まったことか

ら、前計画期間の最終年度である平成 27 年（2015 年）度から１年計画を早

め、本市のごみ処理施策の展開や中長期的な展望などを踏まえ、市民・事業

者・行政が相互に協力・連携して行動する取組を長期的・総合的に実践する

ための指針として、新たな「小金井市一般廃棄物処理基本計画」（以下、「本

計画」という。）を策定することとします。 
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第２節  計画の位置づけと対象期間  

１  基本計画の位置づけ  

本計画は、「廃棄物処理及び清掃に関する法律」第 6 条第 1 項に基づき、

一般廃棄物処理の基本計画として、本市の上位計画である第 4 次小金井市

基本構想・前期基本計画及び小金井市環境基本計画との整合を図った上

で策定するものです。なお、本計画を推進するための年度毎の具体的な取組

については、毎年度策定する実施計画「一般廃棄物処理計画」で定めるもの

とします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

実施計画  

一般廃棄物処理計画  

（単年度）  

分別収集計画などの  

個別計画  

第 3 次循環型社会形成推進基本計画  

国  環境基本計画  

東京都廃棄物処理計画  

東京都  東京都環境基本計画  

小金井市  

小金井市環境基本計画  

第 4 次小金井市基本構想・前期基本計画  

小金井市一般廃棄物処理基本計画  

図 0-1 一般廃棄物処理基本計画の位置づけ  



3 

 

２  計画対象期間  

本計画は、平成 27 年（2015 年）度を計画の 1 年目とし、平成 36 年（2024

年）度までの 10 年間を計画期間とします。また、この計画は、国の指針に基づ

きおおむね 5 年ごとに見直すこととし、社会情勢の変化、法制度の改定、計画

の前提となる諸条件に変動があった場合などは、必要に応じて本計画の見直

しを行うものとします。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成[年度] 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

（西暦） (2013) (2014) (2015) (2016) (2017) (2018) (2019) (2020) (2021) (2022) (2023) (2024)

本計画（H27～H36）

中
間
目
標
年
度

基
準
年
度

目
標
年
度

前計画（H18～H27）

図 0-2 計画期間  
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第１章  本市の現状と課題  

第１節  前計画における数値目標の達成  

１  市民 1 人 1 日あたりのごみ・資源物排出量の目標値と実績の推移  

市民 1 人 1 日あたりのごみ・資源物排出量は、平成 19 年（2007 年）度に

前期目標値を達成し、平成 20 年（2008 年）度には後期目標値も達成してい

ます。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２  焼却処理量の目標値と実績の推移  

平成 19 年（2007 年）度に前期目標値を達成し、平成 20 年（2008 年）度

には後期目標値を達成しています。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 1-2 焼却処理量の目標と実績  

図 1-1 市民 1 人 1 日あたりのごみ・資源物排出量の目標と実績  
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３  埋立処分量の目標値と実績の推移  

平成 18 年（2006 年）度に前期目標値及び後期目標値ともに達成していま

す。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 図 1-3 埋立処分量の目標と実績  
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第２節  ごみ・資源物処理量の推移  

１  排出量の推移  

（1）ごみの排出量の推移  

平成 18 年（2006 年）度以降、排出量は減少傾向が続いていましたが、

平成 25 年（2013 年）度では家庭系ごみが増加に転じ、平成 24 年（2012

年）度と比べ総排出量も増加しています。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（2）ごみの項目別排出量の推移  

燃やすごみは、平成 18 年（2006 年）度以降、減少傾向にあります。プラ

スチックごみ、資源物は、平成 18 年（2006 年）度から平成 25 年（2013

年）度にかけ、増減を繰り返しつつ、減少傾向にあります。一方、燃やさない

ごみは、同様に増減を繰り返しつつ、増加傾向にあります。  
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図 1-4 排出量の推移  

図 1-5 項目別排出量の推移  
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２  排出量（市民 1 人 1 日あたり）  

（1）市民 1 人 1 日あたりの排出量の推移  

平成 18年（2008年）度以降、家庭系ごみ、事業系ごみの排出量は減少

傾向にあります。家庭系ごみは、平成 25 年（2012 年）度はほぼ横ばいに推

移しました。平成 25 年（2013 年）度は 598ｇとなっており、平成 18 年（2008

年）度と比べると 156ｇ減少しました。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（2）市民 1 人 1 日あたりの項目別排出量の推移  

燃やすごみは、平成 18 年（2006 年）度以降、減少傾向にあります。プラ

スチックごみ、資源物は、平成 18 年（2006 年）度から平成 25 年（2013

年）度にかけ、増減を繰り返しつつ、減少傾向にあります。一方、燃やさない

ごみは、同様に増減を繰り返しつつ、増加傾向にあります。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
図 1-7 1 人 1 日あたりの項目別排出量の推移  
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図 1-6 1 人 1 日あたりの排出量の推移  

374 350 342 332 318 296 290 285

35 33 35

61
56 52 50 51

52 55 54

205
200 184 177 178 190 189 193

32 35 36
31

27

222222

21
19

19 19 20
14 9

17

66
60

46 30 18 598602612621642676
716

754

0

100

200

300

400

500

600

700

800

H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25

燃やすごみ 燃やさないごみ プラスチックごみ

資源物 粗大・有害ごみ 自家搬入ごみg/人・日

年度

合計



8 

３  燃やすごみの焼却量及び不燃・粗大ごみの中間処理量  

（1）焼却処理量の推移  

平成 18 年（2008 年）度以降、家庭系ごみ、事業系ごみ（自家搬入ご

み）の排出量は減少傾向にあります。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（2）不燃・粗大ごみの中間処理量の推移  

プラスチックごみは、平成 18 年（2006 年）度から平成 25 年（2013 年）

度にかけ、増減を繰り返しつつ、減少傾向にあります。一方、燃やさないごみ

は、同様に増減を繰り返しつつ、増加傾向にあります。不燃系粗大ごみは、

平成 20 年（2008 年）度までは減少し、平成 21 年（2009 年）以降は増加

傾向にあります。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 1-8 焼却処理量の推移  

図 1-9 不燃・粗大ごみの中間処理量の推移  
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４  資源化量の推移  

戸別回収、中間処理施設での資源化量は、平成 18 年（2006 年）度から平

成 25 年（2013 年）度にかけ、増減を繰り返しつつ、減少傾向にあります。一方、

拠点回収量は、同様に増減を繰り返しています。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５  集団回収の実施団体登録数及び集団回収量の推移  

実施団体登録数、集団回収量は、ともに平成 20 年（2008 年）度までほぼ

横ばいに推移していましたが、平成 21 年（2009 年）度以降は増加傾向にあり

ます。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

単位：t
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図 1-10 資源化量の推移  

表 1-2 集団回収量の実績の推移  

表 1-1 集団回収の実施団体登録数の推移  

単位：団体

子ども会 43 44 42 42 41 43 43 42

自治会 20 19 22 41 50 54 59 72

その他の団体 31 30 30 30 29 27 27 26
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Ｈ21 Ｈ22
　　　　　　　年度
団体

Ｈ20Ｈ18 Ｈ19 Ｈ23 Ｈ24 Ｈ25
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６  最終処分量  

埋立処分量は、平成 18 年（2008 年）度以降、減少傾向にあります。焼却

灰については、平成 18 年（2006 年）度から、全量をエコセメント化しています。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

７  その他  

（1）一般廃棄物処理実態調査  

環境省発表「一般廃棄物処理実態調査（平成 24 年 (2012 年 )度版）」

によると、人口 10万人以上 50万人未満の自治体の中で、市民１人１日あ

たりのごみ総排出量（家庭系ごみ、事業系ごみ、集団回収含む）は、637g

で全国１位となっています。  

 

（2）ごみ処理経費  

市民 1 人あたりのごみ処理経費は年々増加しています。また、１ｔあたりの

ごみ処理経費についても同様の傾向を示しています。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 1-11 最終処分量の推移  

表 1-4 ごみ処理経費  
単位：千円
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1ｔあたりのごみ処理経費 106.248 101.590 112.238 118.164 132.908

多摩地域

行政区域内人口（人） 4,103,973 4,128,529 4,144,325 4,150,648 4,151,161

ごみ排出量（t） 1,293,306 1,236,098 1,213,426 1,207,949 1,197,672

清掃費 80,949,183 83,236,382 82,244,402 77,475,279 76,893,302

市民1人1日あたりのごみ処理経費 19.725 20.161 19.845 18.666 18.523

1ｔあたりのごみ処理経費 62.591 67.338 67.779 64.138 64.202

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　年度
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 図 1-13 1t あたりの年間処理費  
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第３節  前計画の施策実施状況  

前計画における各施策の実施状況は、以下のとおりです。  

１  発生抑制を最優先したひとづくり・まちづくり  

(1) 【重点】「小金井市ごみゼロ化推進会議」の設置  

①  「小金井市ごみゼロ化推進会議」の設置  

町会・自治会などから推薦を受けた者、公募市民及び一般廃棄物の

適正な処理に熱意と識見を有する者をごみゼロ化推進員として市長が

委嘱し、一般廃棄物の適正な処理及び減量並びにまちの美化などに向

けた市の施策への協力その他活動を行うため、平成 18 年 (2006 年 )10

月に、ごみゼロ化推進会議を発足しました。  

 

(2) 地域コミュニティにおけるごみゼロ化・まちの美化への取組促進  

①  ごみゼロ化推進員による活動の展開  

ごみゼロ化推進員は、ごみゼロ化啓発部会・事業所部会・まち美化部

会の 3 つの部会に分かれて活動しています。キャンペーン活動（ごみ減量

啓発、喫煙マナーアップ、マイバッグ持参）、講演会などの企画、事業所

ごみなどの実態調査及び清掃活動など、多岐にわたる活動を行っていま

す。また、平成 23 年（2011 年）10 月にごみ相談員制度を発足し、地域

におけるごみ分別指導の浸透に向けた取組を進めています。地域コミュ

ニティにおけるごみの減量、資源化の推進及びまちの美化に向けて、ごみ

ゼロ化推進員・事業者・行政の連携強化を図ることが求められます。  

 

 

 ごみゼロ化推進会議（年１回総会）  

３部会共通  
ごみゼロ化

啓発部会  
事業所部会  

まち美化  

部会  

開催実績  

（役員会／キャ

ンペーン）  

（運営委員会／全体会）  

平成 21 年度   8 回／ 23 回  7 回／ 8 回  5 回／ 4 回  4 回／ 2 回  

平成 22 年度   8 回／ 21 回  7 回／ 8 回  5 回／ 4 回  4 回／ 2 回  

平成 23 年度   9 回／ 16 回  9 回／ 6 回  7 回／ 4 回  3 回／ 2 回  

平成 24 年度   7 回／ 12 回  8 回／ 8 回  5 回／ 5 回  3 回／ 1 回  

平成 25 年度   6 回／ 16 回  7 回／ 8 回  10 回／ 5 回  4 回／ 1 回  

 

表 1-6 ごみゼロ化推進員活動実績  
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表 1-7  各部会の主な活動内容  

【ごみゼロ化啓発部会】  

○学習会、見学会及び講演会などの企画  

○夏休み生ごみ投入リサイクル事業  

【事業所部会】  

○事業所ごみなどの実態調査の実施  

○市内店頭などでのマイバッグ持参運動  

【まち美化部会】  

○市内一斉清掃への参加  

○まちの美化に向けたパトロールの実施  

 

②  自主的なまちの美化活動の展開  

町会・自治会などが自主的に行うまちの美化活動について、ボランティ

ア袋の配布及びごみの収集などの支援をしています。  

 

③  町会・自治会等のモデル的な取組に対する支援  

市立小・中学校の一部に設置している大型生ごみ減量化処理機器

（乾燥型）を有効利用するため、毎週土曜日に地域ボランティアが実施

している生ごみ投入リサイクル事業を支援しています。  

 

(3) ＰＲ・啓発事業の展開  

①  広報媒体を活用した  ＰＲ・啓発  

ごみの減量及び資源化の推進に向けて、広報媒体などを活用した啓

発に取り組んでいます。  

 

○ごみ・リサイクルカレンダー（地区別）及び分別啓発チラシの作成・

全戸配布  

○市報「ごみ減量・リサイクル特集号」（年 4 回）の発行  

○市報（毎月１５日号）でごみ減量大作戦として市長コラムの掲載  

○市ホームページによる情報発信  

○啓発用広報媒体として、アニメーションＤＶＤ、冊子、ポスター、

かるた、ティッシュ及び水切り袋などの作成  

○市民・事業者・行政が連携し、啓発用広報媒体を活用したキャンペ

ーン（ごみ減量啓発、喫煙マナーアップ、マイバッグ持参）を実施  

○市内イベントにて、ごみ分別クイズ、水切り体験、アニメーション

ＤＶＤの上映、パネルの展示及びごみ減量啓発キャンペーンなどを

実施  

○市内各所、収集運搬車両及びコミュ二ティバス（ＣｏＣｏバス）に、

ごみ非常事態宣言・ごみ減量啓発の横断幕を掲示  
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○市内広報掲示板に、ごみ非常事態宣言・ごみ減量啓発のポスターを

掲示  

 

市民への分かりやすい情報発信に向けて、更なる啓発活動の充実が

求められます。  

 

 

②  市のホームページの充実  

ごみ減量施策の紹介、ごみ分別ルールの情報提供、廃棄物に係る計

画及び審議会情報など市民の皆さんにお知らせすべき情報を随時掲載

しています。市民への分かりやすい情報発信に向けて、更なるホームペー

ジの充実が求められます。  

 

③  新たな情報紙の発行  

平成 24 年（2012 年）度に、ごみ減量啓発アニメーションＤＶＤ（子ども

向け・転入者向けの 2 種類）及び冊子を東京学芸大学との協働により作

成しました。市内イベント及び小学校などでの出張講座において上映・配

布を行っています。また、転入者への啓発のため、市役所第二庁舎１階

の市民課フロアーにおいて、ごみ減量啓発アニメーションＤＶＤ（転入者向

け）を上映しています。平成 25 年（2013 年）度には、ごみ減量啓発かる

たを作成し、市内小・中学校、児童館及び保育園などに配布していま

す。  

 

(4)環境教育・環境学習の推進  

①小・中学校における環境教育の推進  

小・中学生へのごみ減量・資源化啓発施策として、ごみ・リサイクルカレ

ンダーの表紙絵の募集（小学校 4 年生から 6 年生対象）、市内小・中学

校での出張講座の開催並びに中間処理場及び空き缶・古紙等処理場

にて施設の見学会を実施しています。また、ごみ減量啓発かるたの読み

札となる標語は中学生から募集して作成しており、子どもたちが親しみや

すいツールを活用した環境教育に取り組んでいます。  

 

②学習の場の提供  

ごみ減量への理解を深め関心を高めるため、市民主催の学習会に、

市の職員を講師として派遣し、ごみ減量施策など本市の取組を伝える出
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張講座を実施しています。また、市民を対象に近隣の中間処理施設の

見学会を実施し、併せて市内の中間処理場にて視察者の受入れを行う

など、ごみの減量及び資源化の推進に向けた学習の場を提供していま

す。  

 

③情報の提供  

ごみ・リサイクルカレンダー、市報「ごみ減量・リサイクル特集号」（年 4

回）、市ホームページ、分別啓発チラシ、アニメーションＤＶＤ及び冊子な

ど広報媒体を活用して、市民への情報提供を行っています。  

 

(5) 市民・事業者の多様な取組への支援  

①ごみになるものは作らない・売らない・買わない取組への支援  

ごみ減量に向けた啓発活動として、市報「ごみ減量・リサイクル特集

号」（年 4 回）、市ホームページ、アニメーションＤＶＤ及び冊子など広報媒

体を活用して、ごみになるものは作らない・売らない・買わない取組を推進

しています。さらに、市民・事業者と連携したキャンペーン（ごみ減量啓

発・マイバッグ持参）を実施しています。市民一人ひとりが、日頃から、ご

み減量の基本である発生抑制を意識した行動を実践していくために、更

なる取組を推進することが求められます。  

 

②  個人・地域でのごみ減量活動への支援  

身近に取り組めるごみ減量活動として生ごみの水切り及び生ごみ減量

化処理機器購入費補助制度を推進しています。また、地域ボランティア

の協力のもと、夏休み生ごみ投入リサイクル事業を推進するとともに、毎

週土曜日実施の生ごみ投入リサイクル事業を支援しています。市内イベ

ントにてパネル展示及び水切り体験を実施することで、その重要性につい

て周知徹底を図っています。また、ごみの減量や分別に関する不明な点

などについては、電話対応の他、清掃指導員が戸別対応をしています。

更なるごみ減量に向けて、引き続き個人・地域でのごみ減量活動を推進

することが求められます。  

 

③  ライフスタイル変革への支援  

市内小・中学校などへの出張講座において、市の職員を講師として派

遣し、ごみの減量及び資源化の推進に向けたライフスタイル変革への支



16 

援を行っています。ごみへの関心が低く行動していない人への意識改革

を図り、ライフスタイルとして確立するよう更なる支援を行うことが求められ

ます。  

 

(6) ごみを出さない事業活動の推進  

①  事業所ごみの排出管理の徹底  

事業者は、自らの責任でごみを適正に処理することが原則です。適正

な分別及び法令を遵守した適正処理に向けて、適宜、個別指導を行っ

ています。  

 

②  簡易認証制度の検討  

環境管理の簡易認定制度を検討した結果、ごみや環境負荷の自主

的な削減を図る取組については、本市独自の取組であるリサイクル推進

協力店認定制度を展開することで、事業者に対し自ら排出するごみの発

生抑制及び資源化の推進を図っています。  

 

(7) 拡大生産者責任の追求  

①  「リサイクル推進協力店」運動の展開  

ばら売り・量り売り及び簡易包装に積極的に取り組んでいる事業所に

対し、リサイクル推進協力店の認定制度を実施しています。認定された

協力店については、市報「ごみ減量・リサイクル特集号」（年 4 回）及び市

ホームページなどで紹介・周知を行っています。平成 25 年（2013 年）度

末で 6 事業所を認定しています。認定協力店拡大に向けた取組を推進

することが求められます。  

 

②  リユースの促進  

公益社団法人小金井市シルバー人材センターと「リサイクル事業に関

する協定」を締結し、リサイクル事業所におけるリユース活動の充実に向

けた事業の支援を行っています。また、リサイクル事業所の活動及び民

間団体が行うフリーマーケットなどの取組を、市報及び市ホームページを

活用して周知するなど、リユースを推進しています。また、平成 25 年

（2013 年）7 月からリユース食器（カップ、皿、箸、スプーンなど）の貸出し

を実施し、町会・自治会・事業者・各種団体などが主催するイベントでの

使用実績があります。  
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③  自主協定の締結  

販売事業者との自主協定の締結を検討した結果、販売店でのレジ袋

の削減及び飲食店での使い捨て容器の使用自粛などの取組については、

本市独自の取組であるリサイクル推進協力店認定制度を展開することで、

事業者の自主的な取組みの推進を図っています。  

 

(8) 不法投棄の防止  

①  不法投棄の防止体制の確立  

ごみゼロ化推進員及び町会・自治会などの地域団体と連携し、道路

などのまちの美化に向けたパトロール及び美化清掃などを実施していま

す。  

 

(9) 市施設のごみゼロ化行動計画  

①  市施設のごみゼロ化行動計画の策定  

平成 23 年（2013 年）4 月に小金井市施設ごみゼロ化行動基本計画

を策定しました。計画期間は 10 年間で、前期 5 年間は前期基本計画と

して廃棄物の減量目標を 25％減、資源化率目標を 5％増の数値目標

を定め、結果、廃棄物は 11％の減、資源化率は 1％減となりました。後

期計画期間においては、前期計画期間の進捗状況を検証し、数値目

標を設定することとしています。庁内に 6 つのごみゼロ化推進部会を設け、

各部会では小金井市施設ごみゼロ化行動実施計画を策定することとし、

ごみの発生抑制、再使用及び再生利用への取組を行っています。市職

員一人ひとりが、ごみを排出する当事者であるという自覚を持って、率先

してごみの発生抑制、再使用及び再生利用に取り組むことが求められま

す。  

 

②  進捗状況の公表  

各施設ごとの実績報告などについては、市報「ごみ減量・リサイクル特

集号」に掲載して公表しています。  

 

２  分別排出・資源リサイクルの推進  

(1) 【重点】新たな分別収集等   

①  不燃ごみの 3 分別収集の開始  



18 

不燃ごみについては、平成 18 年（2006 年）4 月から、プラスチックごみ

（有料）、金属（無料）、その他燃やさないごみ（有料）の 3 種に区分して

分別を開始しています。  

 

②  生ごみ分別収集の検討  

生ごみを有機性資源として有効利用するため検討した結果、生ごみ

減量化処理機器購入費補助制度を推進し、家庭で使用している生ご

み減量化処理機器（乾燥型）から生成された生ごみ乾燥物を平成 20

年（2008 年）4 月から拠点回収、平成 22 年（2010 年）2 月からは地区

別に申込制による戸別回収（同年 9 月からは全市域）を実施しています。

回収した生ごみ乾燥物は、生ごみ乾燥物肥料化実験施設にて食品リサ

イクル堆肥を製造して、有効利用しています。  

 

③  資源物リサイクルに関する行政と民間の役割の見直し  

プラスチックごみとペットボトルは、容器包装リサイクル法に基づき、公益

財団法人容器包装リサイクル協会へ引渡しリサイクルしています。また、

店頭回収を実施している事業所については、自主回収・自主処理への

取組を推進し、市民への周知のため、ごみ・リサイクルカレンダーへ掲載し

ています。更に、集団回収については、自治会及び子供会などの登録団

体に対して回収量に応じた奨励金を交付し、ごみの減量及び資源化の

推進を図るとともに、更なる地域活動の活性化を促進しています。集団

回収実施団体数及び回収量は増加傾向となっています。  

 

④  その他の未活用資源の有効利用方策の調査・検討  

平成 19 年（2007 年）4月から、シュレッダーごみの資源物回収を開始

しています。また、ざつがみリサイクル袋の作成・配布によるざつがみの資

源化推進事業を実施し、ざつがみ資源化の意識浸透を図っています。

平成 20 年（2008 年）4 月から、家庭から出る枝木・雑草類・落ち葉の戸

別回収（申込制）を一部地域で開始し、同年 10 月からは全市域へ拡大

しています。平成 23 年（2011 年）4 月から、回収方法（変更前：枝木・

雑草類・落ち葉 4 束（袋）から回収  → 変更後：枝木・雑草類 1 束

（袋）、落ち葉 3 束（袋）から回収）を変更した結果、回収量が大きく増加

しています。平成 24 年（2012 年）4 月から、くつ・かばん類の拠点回収を

開始し、更に、布類の収集品目も追加しています。平成 25 年度には、不

燃系ごみに含まれる使用済み小型電子機器などの組成分析調査を実
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施し、効率的・効果的な回収方法を現在検討しています。平成 26 年 7

月から、難再生古紙（感熱紙、カーボン紙、アルミ付紙パック、マルチパッ

ク及び写真など）の拠点回収を開始しています。更なる未活用資源の有

効利用に向けて、調査・検討をしていくことが求められます。  

 

(2) 【重点】有機性資源の循環システムの構築  

①  家庭での生ごみの発生抑制・減量の推進  

家庭から排出される生ごみを自家処理するための生ごみ減量化処理

機器を購入する市民に対し補助金を交付する生ごみ減量化処理機器

購入費補助制度及び生ごみ堆肥化容器の配布制度を実施しています。

平成 19 年（2007 年）には、補助制度の拡充（補助率 1/2→4/5、上限

額 3 万→5 万）を行いました。

また、平成 26 年（2014 年）4

月からは、町会、自治会及び

集合住宅管理組合などの団

体に対し補助金を交付する大

型生ごみ減量化処理機器購

入費補助制度を開始していま

す。更なる制度活用件数の増

加を図っていくことが求められ

ます。  

 

 

 購入費補助件数  購入費補助金額  

平成 21 年度  286 件  12,441,100 円  

平成 22 年度  325 件  15,004,800 円  

平成 23 年度  277 件  11,575,000 円  

平成 24 年度  237 件  9,898,700 円  

平成 25 年度  265 件  11,528,900 円  

 

 

②  事業所での生ごみの発生抑制・減量の推進  

事業所から排出される生ごみを自家処理するための生ごみ減量化処

理機器を購入する事業者に対し補助金を交付する生ごみ減量化処理

機器購入費補助制度を実施しています。  

表 1-8 生ごみ減量化処理機器購入費補助制度の実績  
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③  生ごみ肥料化事業の推進  

平成 18 年（2006 年）10 月から、中町のリサイクル事業所横に生ごみ

乾燥物肥料化実験施設を設置し、堆肥化実験を行っています。市立

小・中学校などに設置されている大型生ごみ減量化処理機器（乾燥型）

及び家庭で使用している生ごみ減量化処理機器（乾燥型）から生成され

た生ごみ乾燥物を回収し、食品リサイクル堆肥を製造しています。食品リ

サイクル堆肥は、希望する市民及び市内農家に無料で配布し、野菜や

果実の栽培に利用されています。また、平成 22 年（2010 年）3 月からは、

市内農家などと連携し食品リサイクル堆肥で育てた野菜の販売を開始し

ています。更に、学校が夏休みの期間中、市立小・中学校に設置してい

る大型生ごみ減量化処理機器（乾燥型）を有効利用するため、地域ボ

ランティアの協力のもと、「夏休み生ごみ投入リサイクル事業」を実施して

います。生ごみ堆肥化事業は実験事業であることから、今後の方針につ

いて検討を進めることが求められます。  

 

 

 実施校（校） 参加者延数（人） 投入量（ kg）  

平成 21 年度  7 2,477 2,685 

平成 22 年度  10 3,947 3,948 

平成 23 年度  9 2,377 2,672 

平成 24 年度  9 2,108 2,928 

平成 25 年度  10 2,424 3,624 

 

④  落ち葉・剪定枝の有効利用の検討  

枝木・雑草類・落ち葉の有効利用に向けて、戸別回収（申込制）を実

施し、回収したものは民間処理施設においてチップ化され堆肥などとして

利用しています。また、回収方法の見直しを行い回収量は増加傾向にあ

ります。  

 

(3) 家庭ごみの排出管理  

①  ごみ・リサイクルカレンダー、市ホームページなどの情報の充実  

広報媒体については、ごみ・リサイクルカレンダー、市報「ごみ減量・リサ

イクル特集号」（年 4回）、市ホームページ、分別啓発チラシ、アニメーショ

ンＤＶＤ、冊子、ポスター、かるた、ティッシュ及び水切り袋などを作成し啓

表 1-9 夏休み生ごみ投入リサイクル事業の実績  
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発活動を展開しています。市民への分かりやすい情報発信に向けて、更

なる充実が求められます。  

 

②  地域コミュニティによるごみ分別・適正排出の徹底  

一般廃棄物の適正な処理及び減量並びにまちの美化などに向けて、

地域においてはごみゼロ化推進員が中心となり、市の施策への協力その

他活動を展開しています。市民・事業者・行政の連携した取組が求めら

ます。  

 

(4) 事業所ごみの排出管理  

①  事業用指定収集袋での排出の徹底  

事業者は、自らの責任でごみを独自に又は他の事業者と共同して適

正に処理しなければなりません。ただし、１日平均 10kg 未満又は臨時に

100kg 未満の量を排出する事業所は、事業用指定収集袋により排出

することができます。事業系ごみが家庭系ごみに混入することがないように、

事業者自らの責任による法令を遵守した適正排出に向けて、適宜、個

別指導を行っています。  

 

②  事業者の責任による処理の指導  

行政は、事業者が自らの責任でごみを独自に又は他の事業者と共同

して適正に処理しなければならないことを周知徹底し、法令を遵守した適

正処理に向けて、適宜、個別指導を行っています。  

 

③  一般廃棄物収集運搬許可業者を通じた指導  

一般廃棄物収集運搬許可業者との連携により、搬入している処理場

への立会を実施し、事業者から排出されるごみの排出傾向の把握に努

めています。ごみの分別状況を把握し、ごみの減量、資源化の推進及び

適正な処理に向けて、適宜、個別指導を行っています。  

 

④  事業用大規模建築物の所有者に対する指導  

延べ床面積 1,500 ㎡以上の事業用大規模建築物の所有者は、分

別保管場所の設置や廃棄物の減量及び再利用に関する計画書兼実

績報告書の提出などが義務づけられています。事業用大規模建築物に
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おける取組状況を把握し、ごみの減量、資源化の推進及び適正な処理

に向けて、適宜、立入指導を実施しています。  

 

(5) 粗大ごみなどの修理・再生事業の充実  

①  修理・再生品目の拡大  

公益社団法人小金井市シルバー人材センターと「リサイクル事業に関

する協定」を締結し、リサイクル事業所における活動を支援しています。リ

サイクル事業所の活動を、市報及び市ホームページなど広報媒体を活

用して周知するなどリサイクル事業の充実に取り組んでいます。  

 

②  粗大ごみの受付・収集・処理体制との連携強化  

粗大・枝木受付センター及び公益社団法人小金井市シルバー人材

センターとの連携を強化し情報共有を図ることで、効率的な受付・収集・

処理体制を推進しています。  

 

３  新たな可燃ごみ共同処理体制への移行と適正な埋立処分  

(1) 【重点】可燃ごみ中間処理（焼却処理）システムの整備  

①  二枚橋焼却場の焼却炉の廃止  

本市の可燃ごみを焼却処理していた二枚橋衛生組合の焼却炉は、

施設の老朽化に対応するため大規模な改修・補強工事などに取り組み、

建替えについても検討してきましたが、これを実現するには至らず、平成

19 年（2007 年）3 月に全焼却炉を停止しました。  

 

②  新たな可燃ごみ共同処理体制への移行  

新たな地方公共団体との可燃ごみ共同処理体制への移行を目指し、

平成 16 年（2004 年）5 月に本市から国分寺市に、燃やすごみの共同処

理についての協議を申し入れ、平成 19 年（2007 年）6 月に市民参加に

よる新焼却施設建設場所選定等市民検討委員会を設置し、諮問後、

平成 20 年（2008 年）6 月に二枚橋焼却場跡地を新ごみ処理施設の建

設場所として答申されました。この答申の実現を目指し鋭意努力をしてき

ましたが、実現が困難な状況となりました。その後、平成 24 年（2012 年）

4 月、日野市に、可燃ごみの共同処理を申し入れた結果、同年 11 月に

日野市において、日野市、国分寺市及び本市で可燃ごみを共同処理す

る旨の内部決定がなされ、平成 25 年（2013 年）3 月には、3 市で共同
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処理を行う旨の覚書を添えて、東京都を通じて環境省に「日野市、国分

寺市、小金井市循環型社会形成推進地域計画」を提出しました。その

後、3市間で協議を行った結果、新可燃ごみ処理施設の整備によるごみ

処理の広域化について基本合意し、「日野市、国分寺市、小金井市新

可燃ごみ処理施設の整備及び運営に関する覚書」を平成 26 年（2014

年）1 月 16 日に締結しました。同年 2 月には新可燃ごみ処理施設建設

準備室を日野市クリーンセンター内に設置し、本市からも職員を派遣す

るとともに、同年 4 月には 3 市で構成団体協議会を設置し、一部事務組

合の設立や施設の整備などに向けた準備を進めています。  

 

③  将来の可燃ごみ焼却処理施設の整備  

日野市及び国分寺市との 3 市による可燃ごみの共同処理を推進し、

新可燃ごみ処理施設の平成 31 年（2019 年）度中の稼働を目指し、日

野市及び国分寺市と協議し、整備事業を進めています。  

 

(2) 【重点】中間処理場の大規模改修  

①  中間処理場の大規模改修  

平成 18 年から 19 年（2006 年か

ら 2007 年）に臭気対策など大規模

改修工事を実施しました。また、新た

に見学者コース、展示スペースなどを

設け、環境教育・環境学習に活用し

ています。  

 

②  将来の中間処理場の機能のあり方の検討  

現在の中間処理場については、平成 18 年に行われた大規模改修後、

おおむね 10 年間の稼働に耐えうる施設となっていますが、昭和 61 年

（1986 年）の稼働以来、28 年が経過しており施設全体の老朽化が進ん

でいることから、将来の処理機能などのあり方について検討することが求め

られます。  

 

(3) 安定的な最終処分  

①  最終処分量の削減  
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ごみの減量及び資源化の推進に向けた施策の展開を図ることで、最

終処分量となる埋立処分量の削減（※1）及び焼却灰の削減（※2）に取

り組んでいます。施設の所在する日の出町住民の負担を軽減するため、

更なる最終処分量削減に向けて取り組むことが求められます。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②  適正処分の推進  

ごみ・リサイクルカレンダー、市報「ごみ減量・リサイクル特集号」及び市

ホームページなど広報媒体を活用した情報提供並びに市内イベントでの

啓発活動などを実施して、分別の徹底などを呼びかけています。  

 

③  広域的な連携  

他自治体と連携を図り、本市を含む 25 市 1 町で構成される東京たま

広域資源循環組合が運営する二ツ塚廃棄物広域処分場及びエコセメ

ント化施設にて埋立・エコセメント化事業を推進しています。  

 

 

４  計画の円滑な推進と情報発信  

(1) 廃棄物会計への取組  

①  廃棄物会計の改善  

平成 19年（2007年）度に環境省が示した一般廃棄物会計基準を踏

まえ、本市のごみ処理を取り巻く状況など総合的に判断し、廃棄物会計

のあり方について検討しています。  

 

②  廃棄物会計の有効活用  

※１  埋立処分量の削減  

中間処理場で不燃・粗大ごみを破砕・選別し、資源化処理に努め

ている。ただし、資源化することができない不燃系ごみの一部は、

本市を含む 25 市 1 町で構成される東京たま広域資源循環組合の二ツ

塚廃棄物広域処分場（日の出町）において埋立処分されています。  

※２  焼却灰の削減  

焼却施設で可燃ごみを焼却処理した後に発生する焼却灰は、本市

を含む 25 市 1 町で構成される東京たま広域資源循環組合（日の出町）

のエ コ セ メン ト 化 施 設で セ メ ント 原 料 と して リ サ イク ル さ れ てお

り、最終処分場の延命化が図られています。  
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毎年度の市報「ごみ減量・リサイクル特集号」及び清掃事業の概要に

廃棄物会計を継続して掲載し、市民・事業者への情報提供を行うととも

に、ごみの減量及び資源化の推進施策に活用しています。  

(2) 計画推進のしくみづくり  

①  進捗状況の点検・評価  

可燃ごみの安定的な処理体制について方向性が定まっていなかった

ことを踏まえて、前計画の見直しについて延伸をしてきたことから、中間年

度における進捗状況の点検・評価の実施に至りませんでした。しかし、施

策をより実効性のある取組にしていくためにも、進捗状況の点検・評価を

実施し、社会状況や事業の進捗状況を踏まえた計画の改善を図ること

が求められます。  

 

(3) 環境基金の有効活用  

①  環境基金の有効活用  

環境基金は、平成 17 年（2005 年）度に、ごみ処理施設の整備、施

設解体及び新たなごみ減量施策並びに環境保全事業の充実などに必

要な資金を積み立てるために設置しています。使用した主な事業としては、

平成 19 年（2007 年）度に中間処理場改修工事、平成 20 年（2008

年）度に中間処理場事務所棟等新築工事、平成 22 年（2010 年）度に

生ごみ減量化処理機器購入費補助金、平成 24 年（2012 年）、平成

25 年（2013 年）度に旧二枚橋衛生組合施設解体等工事などに活用し

ています。  

 

(4) 周辺市、国・都との連携等  

①  多摩地域の循環型社会づくりに向けた周辺市との連携  

循環型社会形成に向けて、周辺市との情報共有などに積極的に取り

組み、連携を強化しています。  

 

②  大規模災害時の対応  

小金井市地域防災計画に基づき、災害などにより排出される大量の

ごみを迅速に処理し、被災地の衛生環境の確保に努めることとしていま

す。また、災害発生時における安定した廃棄物処理を確保するため、収
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集運搬業者と「災害時における廃棄物の収集及び運搬の協力に関する

協定書」を締結しています。  

 

③  国・都との連携  

廃棄物処理施設の整備や循環型社会形成に向けて、国・都との連

携を図っています。  

 

④  全国に向けた情報発信  

ごみの減量及び資源化の推進に向けた取組を、市報「ごみ減量・リサ

イクル特集号」及び市ホームページなど広報媒体を通じて全国に向けて

情報発信しています。  

 

５  可燃ごみの中間処理  

(1) 【重点】多摩地域ごみ処理広域支援体制実施協定に基づく可燃ごみ

の中間処理  

①  広域支援による可燃ごみの処理  

平成 19 年（2007 年）度より、多摩地域ごみ処理広域支援体制実施

協定に基づくご支援により、可燃ごみを滞りなく処理することができました。

新可燃ごみ処理施設が稼働するまでの間、引き続き、多摩地域の各自

治体・一部事務組合に協力をいただき、可燃ごみの処理をお願いしなけ

ればなりません。より一層ごみの減量及び資源化の推進に努めながら、支

援をいただく各施設の周辺住民及び関係者への理解・協力を得ていき

ます。  

 

 

 

 支援先  

平成 19 年度  武蔵野市、昭島市、日野市、東村山市、国分寺市、柳泉

園組合 (※ )、西多摩衛生組合 (※ )、小平・村山・大和衛生

組合 (※ )  

平成 20 年度  武蔵野市、昭島市、日野市、東村山市、国分寺市、柳泉

園組合 (※ )、西多摩衛生組合 (※ )、多摩川衛生組合 (※ )、

小平・村山・大和衛生組合 (※）  

平成 21 年度  八王子市、三鷹市、昭島市、日野市、国分寺市、多摩川

衛生組合 (※ )  

平成 22 年度  八王子市、昭島市、日野市、多摩川衛生組合 (※ )  

表 1-10 可燃ごみの広域支援先  
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平成 23 年度  八王子市、三鷹市、昭島市、町田市、日野市、国分寺市、

多摩川衛生組合 (※ )、多摩ニュータウン環境組合 (※ )  

平成 24 年度  三鷹市、昭島市、日野市、多摩川衛生組合 (※ )  

平成 25 年度  昭島市、国分寺市、西多摩衛生組合 (※ )、多摩川衛生組合

(※ )  

平成 26 年度  

（参考）  

多摩川衛生組合 (※ )、国分寺市、昭島市、西多摩衛生組合

(※ )  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②  新焼却施設の早期建設  

日野市及び国分寺市との 3 市による可燃ごみの共同処理を推進し、

新可燃ごみ焼却処理施設の平成 31 年（2019 年）度中の稼働を目指し

て整備事業を進めています。  

 

③  全市的なごみ減量努力  

市民・事業者・行政の協働による取組の結果、可燃ごみの減量は、

着実に進んでいます。しかし、新可燃ごみ処理施設が稼働するまでの間、

引き続き、多摩地域の各自治体・一部事務組合に協力をいただき、可

燃ごみの処理をお願いしなければなりません。循環型社会の形成に向け

た取組を推進するとともに、支援をいただく各施設の周辺住民及び関係

者の負担を軽減するため、より一層ごみの減量及び資源化の推進に取り

組むことが必要です。  

 

 

○一部事務組合構成市（表中※印）  

柳泉園組合：清瀬市、東久留米市、西東京市  

西多摩衛生組合：青梅市、福生市、羽村市、瑞穂町  

多摩川衛生組合：稲城市、狛江市、府中市、国立市  

小平・村山・大和衛生組合：小平市、東大和市、武蔵村山市  

多摩ニュータウン環境組合：八王子市、町田市、多摩市  
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第４節  小金井市の抱える課題  

循環型社会の形成に向けて、ごみの減量、資源化の推進及び中間処理な

どに係る諸課題について、以下のとおり整理しました。  

 

１  発生抑制  

(1) 燃やすごみの減量  

ごみの減量に向けて、ごみ量の多くを占める燃やすごみの減量を推進す

ることが必要です。  

 

(2) 不燃系ごみの減量  

ごみの減量に向けて、近年増加傾向にある不燃系ごみの減量を推進す

ることが必要です。  

 

(3) 広域支援  

支援をいただく各施設の周辺住民及び関係者の負担を軽減するため、

更なるごみ減量に取り組むことが必要です。  

 

(4) 意識改革  

ごみの減量に向けて、ごみや環境への関心が低く行動していない人の意

識改革を図り、発生抑制の取組を実践していくことが必要です。  

 

２  リユース施策の周知  

リサイクル事業所及びフリーマーケットの活用など、リユースに取り組むための

情報提供に努めることが必要です。  

 

３  リサイクルの推進  

(1) 分別の徹底  

分別区分の分かりやすい情報提供及び市職員による分別指導を行うな

ど、分別の徹底を推進することが必要です。  
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(2) 資源化ルートの確保  

分別された資源になるものが適正に資源化されるためのルートを構築す

ることが必要です。  

 

(3) 生ごみ堆肥化事業の推進  

生ごみ減量化処理機器購入費補助制度をより広く市民に周知し利用

を促進するための情報発信の手法を検討することが必要です。また、生ご

み堆肥化事業実験施設のあり方についても検討が必要です。  

 

(4) 枝木・雑草類・落ち葉の資源化  

回収方法の見直しや利用方法の研究を進め、資源循環システムを構

築することが必要です。  

 

(5) 未活用資源の研究・検討  

積極的な情報収集により、資源循環システムの再構築や未活用資源の

利用を研究・検討することが必要です。  

 

４  啓発活動の充実  

(1) 多様な啓発活動の実施  

効果的な啓発活動により、１人でも多くの市民に本市の取組を周知徹

底することが必要です。  

 

(2) 環境教育・環境学習の推進  

様々な市民の要望に対応できるよう環境教育・環境学習を推進すること

により、１人でも多くの市民にごみや環境への関心を促すことが必要です。  

 

５  事業者への働きかけ  

(1) 法令の遵守  

事業者は自らの責任で法令を遵守した適正な処理を行うことが必要で

す。  
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(2) 意識の向上  

ごみの減量、適正排出及び適正処理に向けて、従業員の意識向上を

図り、事業所一体となって取り組むことが必要です。  

 

(3) 事業者の状況に応じた対応  

ごみの減量、適正排出及び適正処理に向けて、事業者の状況に応じた

働きかけが必要です。  

 

(4) リサイクル推進協力店認定制度の拡大  

リサイクル推進協力店数の拡大は、市民だけではなく事業者自身への啓

発につながるため、認定要件などについて見直しを図り、事業者と行政が協

力して取組を展開することが必要です。  

 

６  地域における取組  

(1) 市民・事業者・行政  の連携  

ごみゼロ化推進員などと協力し、市民・事業者・行政がそれぞれの役割

分担を認識し、情報の共有化を図り、地域における連携体制を強化するこ

とが必要です。  

 

(2) 集団回収への参加を促進  

地域において、市民が集団回収を利用できる機会を増やすなど、多様な

機会の提供が必要です。  

 

７  可燃ごみの共同処理体制に向けた整備  

可燃ごみの安定的な処理体制の確立に向けて、日野市及び国分寺との 3

市共同による可燃ごみの共同処理を推進することが必要です。  

 

８  中間処理場の更新  

大規模改修後の老朽化対策のため、施設の更新についての検討を行うこと

が必要です。  
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９  最終処分場の延命化  

新たな最終処分場の確保が困難であることから、現体制を継続することは不

可欠です。最終処分場の延命化に向けて、ごみの減量・資源化の推進を図る

ことが必要です。  
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第２章  基本方針  

第１節  目指す将来像  

生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図り、良好な環境を次世代に引き

継ぐためには、大量生産、大量消費及び大量廃棄に支えられた社会経済・ラ

イフスタイルを見直し、限りある資源を大切に使い、循環利用、有効活用に努

め、環境への負荷の少ない持続可能な循環型社会を形成することが求められ

ています。  

本市では、将来にわたる安定した円滑な廃棄物処理を念頭に、循環型社会

の形成に向けて、３Ｒ（発生抑制、リユース、リサイクル）（※）を推進する「循環

型都市  小金井の形成～ごみゼロタウン小金井を～」を目指します。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

循環型都市  小金井の形成  

～ごみゼロタウン小金井を～ 

目指す将来像  

３Ｒとは、「リデュース（ Reduce） =発生抑制、リユース

（Reuse）＝再使用、リサイクル（ Recycle）＝再生利用」と

いう言葉の頭文字の“３つのＲ”をとって作られた言葉で

す。本計画においては、３Ｒを「発生抑制」「リユース」「リ

サイクル」と表記します。  
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第２節  基本方針  

１  発生抑制を最優先とした３Ｒの推進  

循環型都市小金井の形成に向けては、一人ひとりが自らのライフスタイルを

見直し、３Ｒの取組を実践することが重要です。３Ｒは順番が大切です。まずは

発生抑制、次にリユース、そしてリサイクルに取り組むことが求められます。そこで、

本計画では、発生抑制を最優先とした３Ｒの推進を基本方針とします。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

参考：環境省資料  

 

 

 

２  安心・安全・安定的な適正処理の推進  

循環型都市小金井の形成に向けては、収集運搬、中間処理、最終処分の

各段階において円滑な廃棄物処理が行われることが重要です。そこで、本計

画では、安心・安全・安定的な適正処理の推進を基本方針とします。  

 

 図 2-1 ３Ｒの流れ  
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第３節  市民・事業者・行政の役割  

市民・事業者・行政はそれぞれの役割を認識し行動することが重要です。そ

れぞれが相互に協力・連携することで、その取組は相乗的な効果を得ることが

できます。  

 

１  市民の役割  

市民は、ごみを排出する当事者であるという自覚と責任を持って行動すること

が求められます。そのためには、発生抑制を最優先とした３Ｒの推進に取り組む

ことが重要です。まずは、発生抑制に取り組みます。ごみになるものはもらわない、

買わないなど発生抑制につながる取組を実践し、ごみを出さないライフスタイル

が日常生活の中に定着していくことが大切です。次に、リユースに取り組みます。

使えるものは何度でも使うなどものを大切にする取組を日頃から実践することが

大切です。そして、リサイクルに取り組みます。資源となるものの分別を徹底し、

また、町会や自治会などで行っている集団回収など身近で行われている活動

に参加することも大切です。  

 

２  事業者の役割  

事業者は、自らの責任でごみを適正に処理することが原則であることを踏まえ、

自覚と責任を持って行動することが求められます。そのためには、発生抑制を

最優先とした３Ｒの推進に取り組むことが重要です。レジ袋の削減、食品ロスの

削減、分別の徹底、環境に優しい製品及びサービスの提供などに取り組むこと

が大切です。また、法令を遵守して、ごみを独自に又は他の事業者と共同して

適正に処理しなければなりません。さらに、自ら生産する製品などは、廃棄物と

なった後まで一定の責務を負うことが求められます。  

 

３  行政の役割  

市内大規模事業所である市の施設において、市職員は、廃棄物を排出する

当事者であることを自覚し、自ら率先して発生抑制を最優先とした３Ｒの推進

に取り組みます。市民及び事業者に対しては、発生抑制を最優先とした３Ｒの

推進に向けて本市の取組の周知徹底と施策の推進を図ります。また、収集運

搬、中間処理、最終処分の各段階における安心・安全・安定的な適正処理

を推進します。さらに、災害発生時の対応に向けた体制整備並びに多摩地域
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の自治体・一部事務組合及び国・都との連携を強化するなど廃棄物処理を

支える体制の確立に取り組むとともに、不法投棄防止体制の確立及び環境負

荷低減の促進など生活環境保全のための取組を推進します。市民・事業者・

行政それぞれの取組が相乗的な効果を得ることができるようなコーディネートを

行っていきます。  
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第４節  本計画の目標値  

１  市民 1 人 1 日あたりの家庭系ごみ排出量（ g/人・日）  

発生抑制を最優先とした３Ｒの推進に向けて、市民 1 人 1 日あたりの家庭系

ごみ排出量を目標値として設定します。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２  埋立処分量（ t）  

最終処分場の長期安定的な運営に向けて、東京たま広域資源循環組合

の定める配分量を目標値として設定します。  
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目標年度
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発生抑制　31 発生抑制　59

平成 36 年度までに  

基準年度からマイナス 10％減量  530g/人・日以下  

図 2-2 削減目標（ 1 人 1 日あたりの家庭系ごみ排出量）  

目標値  目標値  

平成 36 年度まで  

東京たま広域資源循環組合の定める配分量未満  
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また、東京たま広域資源循環組合の定める配分量が今後減少となる場合

には、更なる埋立処分量の削減を目指していきます。  
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図 2-3 削減目標（埋立処分量）  
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図は、最新の平成 26 年度配分量 36t を上回らないことを想定した場合。  
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第５節  将来予測  

１  将来人口推計  

本市における将来人口については、上位計画である第 4次小金井市基本構

想・前期基本計画に従います。今後も微増傾向が継続すると考えられ、目標

年度である平成 36 年（2024 年）度の人口は 119,035 人と推定されます。平

成 25 年（2013 年）度に比べ、1.6％の増加となる見込みです。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２  ごみ量の推計値  

将来の人口予測などを加味したごみの推計量は図のようになります。  
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第 4 次小金井市基本構想・前期基本計画では、コーホート要因法を用いて平

成 27 年（ 2015 年）、平成 32 年（ 2020 年）、平成 37 年（ 2025 年）の 5 年

ごとの人口を設定しています。本計画についてもその数値に従い、設定のな

い各年の人口は、直線式で補完して推計しています。  

図 2-4 将来人口推計値  

実  績  予  測  

図 2-5 排出量の将来予測（現状推移）  
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ただし、新可燃ごみ処理施設の稼働に伴い、事業系ごみの自家搬入量が変

動する場合も考えられます。ごみ処理手数料の見直しが図られるなど今後の

状況の変化によっては、約 2,000ｔの増加も想定されます。  

 

 

３  市民 1 人 1 日あたりの家庭系ごみ排出量の比較  

市民 1 人 1 日あたりの家庭系ごみ排出量について、現状推移と目標達成時

を比較したものを図 2-6 に示します。  

現状推移した場合に比べ、平成 31 年（2019 年）度の中間目標年度では約

17g の減量、平成 36 年（2024 年）度の目標年度には約 38g の減量を達成す

る必要があります。  
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図 2-6 市民 1 人 1 日あたりの家庭系ごみ排出量の比較  
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第３章  一般廃棄物処理基本計画  

第１節  計画の体系  

本計画の体系を示します。2 つの基本方針に基づき、14 の項目により構成し

ています。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

基  本  方  針  項     目  

発生抑制を最優先とした３Ｒの推進

4 最終処分量の削減

1 安心・安全・安定的な収集運搬の推進

2 可燃ごみの共同処理に向けた整備

安心・安全・安定的な適正処理の推進

3 廃棄物関連施設の整備

1 ごみを出さないライフスタイルの推進

2 リユースの推進

3 分別の徹底

4 資源循環システムの構築

5 啓発活動の強化

6 環境教育・環境学習の推進

7 地域におけるひとづくり・まちづくりの促進

8 発生抑制を最優先とした事業活動の推進

9 拡大生産者責任の追及

10 市施設における３Ｒの推進

表 3-1 体 系 図  
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1 災害発生時の対応に向けた体制整備

廃棄物処理を支える体制の確立 2 多摩地域の自治体・一部事務組合及び国・都との連携

1 不法投棄防止体制の確立

2 環境負荷低減の促進

3 収集・処理できない廃棄物への対応

1 計画の進行管理の実施

計画の実効性を高める仕組み

2 ごみ処理コストの検証

生活環境保全の推進

また、適正処理などの円滑な廃棄物行政を確立し、本計画の遂行を支える

ために必要な事項については、以下のとおりとします。  
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第２節  発生抑制を最優先とした３Ｒの推進  

１  ごみを出さないライフスタイルの推進  

ごみの減量に向けて最も大切なことは、ごみになるものを元から減らす発生抑

制です。ごみを出さないライフスタイルが日常生活の中に定着するためには、一

人ひとりがごみや環境に関心を持ち、日頃から、ごみの発生抑制を意識した行

動を実践することが重要です。ごみの発生抑制への気付きやきっかけを作る機

会を提供して動機づけを図り、市民一人ひとりのライフスタイル変革への支援を

推進します。また、実践につながる仕掛けや仕組みを作り、日常生活の中で無

理なく簡単に実践できる取組を推進し、展開します。  

 

 

 

(1) ライフスタイル変革への支援  

地域における市民主催の学習会など市民が集う場に、市の職員を講師

として派遣し、ごみ行政への関心を促し、ごみの発生抑制への気付きやきっ

かけを作るための丁寧な説明を実践します。市民との交流の場を多く提供

していくことで、市民一人ひとりのライフスタイルの変革を支援します。  

 

(2) ごみになるものはもらわない・買わない取組の推進  

ごみになるものを元から減らすため、ごみになるものはもらわない・買わない

取組を推進します。広報媒体、キャンペーン、イベント及び環境教育・環境

学習など市民へ情報発信できる機会を活用して周知徹底を図ります。  

 

(3) 生ごみの水切りの推進  

生ごみには大量の水分が含まれていることから、水切りを徹底することで

燃やすごみの発生抑制につなげます。生ごみの水切りは、家庭で誰もが手

軽に実践できる発生抑制方法であるため、広報媒体、キャンペーン、イベン

ト及び環境教育・環境学習など市民へ情報発信できる機会を活用して、そ

の意義及び効果を広く周知します。  

 

 

 

取組内容  
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(4) マイバッグ・マイボトルの利用促進  

不燃系ごみの発生抑制のために、消費者が主体的に選択でき、誰もが

簡単に実践できるマイバッグ・マイボトルの利用促進を図ります。マイバッグの

持参は、レジ袋の削減につながります。また、水筒やタンブラーなどの繰り返

し使えるマイボトルの利用は、ペットボトルなど使い捨て容器の利用の削減に

つながります。広報媒体、キャンペーン、イベント及び環境教育・環境学習

など市民へ情報発信できる機会を活用して、その意義及び効果を広く周知

します。  

 

取 組 内 容  前 期  後 期  

(1) ラ イ フ ス タ イ ル 変 革 へ の 支 援  推 進  推 進  

(2) ご み に な る も の は も ら わ な い ・ 買 わ な い 取 組 の 推 進  推 進  推 進  

(3) 生 ご み の 水 切 り の 推 進  推 進  推 進  

(4) マ イ バ ッ グ ・ マ イ ボ ト ル の 利 用 促 進  推 進  推 進  

 

 

２  リユースの推進  

発生抑制の次に取り組むべきことは、使えるものは何度でも使うリユースです。

不用になったものは必要としている人に譲る、壊れたものは修理して使用するな

ど、ものを大切にする取組を日頃から実践することが重要です。リユースルート

の構築と円滑な運用を推進するとともに、リユース施策及びリユース活動を広く

市民に周知することで、市民一人ひとりの意識の向上を図ります。更に、新たな

リユース施策についても調査・研究していきます。  

 

 

 

(1) リユースルートの構築と円滑な運用を推進  

再使用可能なものについて、効率的なリユースルートを構築し円滑な運

用を推進します。また、社会状況の変化など状況に応じてその有用性の見

直しも検討していきます。  

 

(2) リユース食器の有効活用  

広報媒体、イベント及び環境教育・環境学習など市民へ情報発信でき

る機会を活用して、リユース食器の意義及び効果を広く周知します。  

取組内容  
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(3) リユース活動の支援と周知  

現在締結している公益社団法人小金井市シルバー人材センターとのリ

サイクル事業に関する協定を継続し、リサイクル事業所におけるリユース活

動の充実に向けた事業の支援を行います。また、リサイクル事業所の活動

及び民間団体が行うフリーマーケットなどの取組について、広報媒体を活用

して広く周知し、リユース活動の充実を図ります。  

 

(4) リユース施策の調査・研究  

リユースの取組をより一層推進していくために、他自治体・民間団体など

の取組事例を調査・研究していきます。  

 

取 組 内 容  前 期  後 期  

(1) リ ユ ー ス ル ー ト の 構 築 と 円 滑 な 運 用 を 推 進  推 進  推 進  

(2) リ ユ ー ス 食 器 の 有 効 活 用  充 実  充 実  

(3) リ ユ ー ス 活 動 の 支 援 と 周 知  充 実  充 実  

(4) リ ユ ー ス 施 策 の 調 査 ・ 研 究  検 討  開 始  

 

 

 

３  分別の徹底  

発生抑制、リユースの次に取り組むべきことは、資源になるものを捨てずに再

生して利用するリサイクルです。資源になるものを効率的・効果的にリサイクルす

るためには、資源としての品質を確保することが重要です。組成分析の実施、

正しい分別方法の周知及び清掃指導員による分別指導により、分別ルールの

徹底を図ります。  

 

 

 

(1) 組成分析の実施  

ごみの性状を把握するため、組成分析を実施し、ごみ分別ルールの浸透

度の確認及び分別の徹底に向けた有効な施策を検討します。  

 

 

 

取組内容  
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(2) 正しい分別方法の周知  

広報媒体、キャンペーン、イベント及び環境教育・環境学習など市民へ

情報発信できる機会を活用して、正しい分別方法について周知を行います。

特に、燃やすごみ及び燃やさないごみに混入している割合の高い資源になる

古紙類及びプラスチック類の分別を重点的に促進します。更に、プラスチッ

ク類、ペットボトル、空き缶及びびんなどは、汚れを落としてから排出すること

の大切さを周知徹底します。また、今後のごみ処理を取り巻く状況の変化

に対応する必要が生じた場合には、状況に応じた対応を検討していきま

す。  

 

(3) 清掃指導員による分別指導の徹底  

分別ルールの浸透に向けて、必要に応じて清掃指導員が戸別訪問し、

分別指導を徹底します。  

 

取 組 内 容  前 期  後 期  

(1) 組 成 分 析 の 実 施  充 実  充 実  

(2) 正 し い 分 別 方 法 の 周 知  推 進  推 進  

(3) 清 掃 指 導 員 に よ る 分 別 指 導 の 徹 底  推 進  推 進  

 

 

４  資源循環システムの構築  

循環型社会を形成するためには、限りある資源を大切に使い、持続可能な

資源循環システムを構築することが重要です。分別された資源になるものを効

率的・効果的にリサイクルするため、資源物の戸別・拠点回収を充実するととも

に、資源化ルートを構築し円滑な運用を推進します。更に、有機性資源（生ご

み、枝木・雑草類・落ち葉）の有効利用を図るとともに、未活用資源の有効利

用方策も調査・研究していきます。  

 

 

 

(1) 資源物戸別・拠点回収の充実  

品目ごとに分別された資源物は、市が責任を持って戸別・拠点回収を

実施します。また、市民の排出のしやすさ、回収の効率などの観点から、より

よい回収方法について検討していきます。  

取組内容  
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(2) 資源化ルートの構築と円滑な運用を推進  

分別された資源になるものについて、効率的な資源化ルートを構築し円

滑な運用を推進します。また、社会状況の変化などに応じて、その有用性

の見直しも検討していきます。  

 

(3) 生ごみ減量化処理機器購入費補助制度の推進  

生ごみ減量化処理機器購入費補助制度について、広報媒体、イベント

及び環境教育・環境学習など市民へ情報発信できる機会を活用して広く

周知し、制度の推進を図ります。併せて、生ごみ堆肥化容器の配布制度の

充実を図ります。更に、今後の取組状況なども踏まえ、状況に応じた対応

を検討していきます。  

 

(4) 生ごみ堆肥化事業の推進  

生ごみの有効利用を図るため、生ごみ堆肥化事業を推進します。【家庭

で使用している生ごみ減量化処理機器（乾燥型）及び市立小・中学校など

に設置している大型生ごみ減量化処理機器（乾燥型）にて生成された生ご

み乾燥物の回収  →  食品リサイクル堆肥の製造  →  市内農家及び家庭

菜園での野菜・果実の栽培  →  市場への流通・消費】という資源循環シス

テムの構築を図ります。併せて、夏休み生ごみ投入リサイクル事業など市民

の積極的な取組を支援し、実施情報及び事業の成果を周知します。また、

各家庭における生ごみの有効な利用方法など、広報媒体を活用して紹介

していきます。更に、今後の取組状況なども踏まえ、状況に応じた対応を検

討していきます。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

乾燥物の 

回収  

リサイクル

堆肥の製造  

流通・消費  
 

農家  

家庭菜園  

資源循環システムのイメージ  
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(5) 枝木・雑草類・落ち葉の有効利用  

枝木・雑草類・落ち葉の更なる有効利用を図るとともに、効率的な回収

方法などについて検討し、必要に応じて見直しを行っていきます。  

 

(6) 未活用資源の有効利用方策の調査・研究  

循環型社会形成に向けた取組を推進するため、資源として活用されて

いなかったものや活用できなかったものについて資源化や有効利用の可能

性を調査・研究していきます。  

 

取 組 内 容  前 期  後 期  

(1) 資 源 物 戸 別 ・ 拠 点 回 収 の 充 実  充 実  充 実  

(2) 資 源 化 ル ー ト の 構 築 と 円 滑 な 運 用 を 推 進  推 進  推 進  

(3) 生 ご み 減 量 化 処 理 機 器 購 入 費 補 助 制 度 の 推 進  推 進  推 進  

(4) 生 ご み 堆 肥 化 事 業 の 推 進  推 進  推 進  

(5) 枝 木 ・ 雑 草 類 ・ 落 ち 葉 の 有 効 利 用  充 実  充 実  

(6) 未 活 用 資 源 の 有 効 利 用 方 策 の 調 査 ・ 研 究  検 討  開 始  

 

 

５  啓発活動の強化  

発生抑制を最優先とした３Ｒを推進するためには、全ての市民に、本市の取

組を理解・協力していただくことが重要です。転出入が多いという本市の特性も

踏まえ、一人でも多くの市民へ周知徹底を図るため、広報媒体を活用した情

報発信、分かりやすい広報媒体の作成、キャンペーンの実施、イベントへの出

展及び転入者への周知などの啓発活動を強化していきます。更に、効果的な

啓発活動について調査・検討を行っていきます。  

 

 

 

(1) 広報媒体を活用した啓発活動の強化  

ごみ・リサイクルカレンダー、市報、市ホームページ及び分別啓発チラシに

よる情報発信並びにアニメーションＤＶＤ及び冊子などを活用した出張講座

の実施など啓発活動を強化します。一人でも多くの市民に本市の取組を理

解・協力していただくため、発生抑制を最優先とした３Ｒの推進を呼びかけま

す。  

取組内容  
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(2) 分かりやすい広報媒体の作成  

ごみ・リサイクルカレンダー、市報、市ホームページ、分別啓発チラシ、ア

ニメーションＤＶＤ及び冊子など広報媒体の内容・表現及び発信方法に工

夫を凝らし、誰もが理解できる分かりやすい広報媒体を作成します。  

 

(3) キャンペーンの実施  

市内の駅頭、イベント及び店頭など市民が集う場において、キャンペーン

（ごみ減量啓発、喫煙マナーアップ、マイバッグ持参）を実施します。市民・

事業者・行政が一体となって、発生抑制を最優先とした３Ｒの推進を呼び

かけます。  

 

(4) イベントへの出展  

市内イベントなど市民が集う場において、ごみ分別クイズの実施、アニメー

ションＤＶＤの上映及びパネル展示など出展をすることで、発生抑制を最優

先とした３Ｒの推進を呼びかけます。  

 

(5) 転入者への啓発強化  

転入窓口となる担当部署との連携により、本市での生活を始めるタイミン

グでの啓発を強化します。  

 

(6) 効果的な啓発活動の調査・検討  

一人でも多くの市民に本市の取組の周知徹底を図るため、状況に対応

した効果的な啓発方法について、他自治体・民間団体の取組事例などを

調査・検討していきます。  

 

取 組 内 容  前 期  後 期  

(1) 広 報 媒 体 を 活 用 し た 啓 発 活 動 の 強 化  推 進  推 進  

(2) 分 か り や す い 広 報 媒 体 の 作 成  推 進  推 進  

(3) キ ャ ン ペ ー ン の 実 施  推 進  推 進  

(4) イ ベ ン ト へ の 出 展  推 進  推 進  

(5) 転 入 者 へ の 啓 発 強 化  推 進  推 進  

(6) 効 果 的 な 啓 発 活 動 の 調 査 ・ 検 討  検 討  開 始  
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６  環境教育・環境学習の推進  

市民一人ひとりがごみや環境に関心を持ち、その輪が広がることにより、具体

的行動を取ることのできる人材が育っていくことは重要です。小・中学校、町会、

自治会、子供会及びその他団体などにて各世代に応じた効果的な環境教

育・環境学習を推進します。  

 

 

 

(1) 小・中学校における環境教育の推進  

小・中学校への出張講座や中間処理場の見学会などに市の職員を講

師として派遣し、ごみに関する環境教育を推進します。ごみ減量オリジナル・

キャラクターを使用したアニメーションＤＶＤ及び冊子などの活用による子ども

への教育を通じて、子育て世代が子どもと一緒にごみについて考えることが

できる機会を提供します。  

 

(2) 町会、自治会、子供会及びその他団体などへの学習の場の提供  

町会、自治会、子供会及びその他団体などが主催する学習会に市の職

員を講師として派遣し、ごみに関する環境学習を推進します。  

 

(3) 情報の提供  

環境教育・環境学習の推進に向けた出張講座を、年間を通じて随時開

催します。世代など問わず誰もが参加しやすい講座となるように、広報媒体

を活用して、市民・事業者への情報提供に努めます。また、講座や学習会

に参加できない市民のために、発生抑制を最優先とした３Ｒの推進に向けた

本市の取組やごみに関する最新の情報などについても、随時情報を提供し

ます。  

 

取 組 内 容  前 期  後 期  

(1) 小 ・ 中 学 校 に お け る 環 境 教 育 の 推 進  推 進  推 進  

(2) 町 会 、 自 治 会 、 子 供 会 及 び そ の 他 団 体 な ど へ の 学 習 の  

場 の 提 供  

推 進  推 進  

(3) 情 報 の 提 供  充 実  充 実  

取組内容  
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７  地域におけるひとづくり・まちづくりの促進  

発生抑制を最優先にした３Ｒの推進に向けては、地域において市民・事業

者・行政がそれぞれの役割を認識し行動することが重要です。町会・自治会な

どからの推薦や公募市民で構成されるごみゼロ化推進会議の活動を支援し、

ごみ相談員制度の認知度の向上を図るとともに、集団回収事業を支援するこ

とで、地域におけるひとづくり・まちづくりを促進します。更に、市民・事業者・行

政の連携体制の強化を図っていきます。  

 

 

 

(1) ごみゼロ化推進員による活動の支援  

一般廃棄物の適正な処理及び減量並びにまちの美化のため、ごみゼロ

化推進員によるキャンペーン活動（ごみ減量啓発、喫煙マナーアップ、マイ

バッグ持参）、講演会などの企画、事業者へのごみ減量の呼びかけ、ごみの

分別指導及び清掃活動などを支援します。  

 

(2) ごみ相談員制度の認知度向上  

地域におけるごみ分別ルールの浸透を図るため、ごみ相談員制度の認

知度の向上を図ります。  

 

(3) 集団回収事業の支援  

集団回収事業実施団体への奨励金の交付など集団回収事業を支援

します。更に、広報媒体及び環境教育・環境学習など市民へ情報発信で

きる機会を活用して、集団回収を利用していない市民に対する情報の提供

に努め、より多くの参加を促進します。  

 

(4) 市民・事業者・行政の連携体制の強化  

地域における課題解決に向けて、市民・事業者・行政の連携体制の強

化を図っていきます。それぞれが相互に協力・連携することで、その取組が

相乗的な効果を得ることができるよう地域ネットワークの構築に向けて取り

組んでいきます。  

 

取組内容  
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取 組 内 容  前 期  後 期  

(1) ご み ゼ ロ 化 推 進 員 に よ る 活 動 の 支 援  推 進  推 進  

(2) ご み 相 談 員 制 度 の 認 知 度 向 上  推 進  推 進  

(3) 集 団 回 収 事 業 の 支 援  充 実  充 実  

(4) 市 民 ・ 事 業 者 ・ 行 政 の 連 携 体 制 の 強 化  推 進  推 進  

 

 

８  発生抑制を最優先とした事業活動の推進  

事業者は、自らの責任でごみを適正に処理することが原則であることを踏まえ、

発生抑制を最優先とした３Ｒの推進に取り組むことが重要です。事業者に対し

て、ごみの発生抑制、リユース、リサイクルの推進を働きかけるとともに、法令を

遵守した適正処理の推進に向けて、適宜、指導を実施します。また、リサイクル

推進協力店認定事業所の拡大に取り組みます。  

 

 

 

(1) 事業系ごみの発生抑制の推進  

事業者が最優先に取り組むべきことは発生抑制です。一般廃棄物収集

運搬業許可業者などとの連携により排出状況を把握し、生ごみを排出する

事業者に対しては食品ロスの削減や水切りの徹底を指導するなど、事業者

の状況に応じた発生抑制の推進及び従業員の意識向上に向けた取組を

推進します。  

 

(2) 事業系ごみのリユース、リサイクルの推進  

発生抑制に取り組んだ事業者が次に取り組むべきことは、リユース、リサ

イクルです。一般廃棄物収集運搬業許可業者などとの連携により排出状

況を把握し、適正な分別に向けた指導を徹底するなど、事業者の状況に

応じたリユース、リサイクルの推進及び従業員の意識向上に向けた取組を

推進します。  

 

(3) 事業者自らの責任による法令を遵守した適正処理の推進  

事業者は、自らの責任でごみを独自に又は他の事業者と共同して適正

に処理しなければなりません。ただし、1 日平均 10kg 未満又は臨時に

100kg 未満の量を排出する事業者は、事業用指定収集袋により排出する

取組内容  
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ことができます。事業者自らの責任による法令を遵守した適正処理の推進

に向けて、適宜、個別指導を実施します。  

 

(4) 事業用大規模建築物の所有者に対する立入指導の実施  

延べ床面積 1,500 ㎡以上の事業用大規模建築物の所有者は、分別

保管場所の設置並びに廃棄物の減量及び再利用に関する計画書兼実

績報告書の提出などが義務づけられています。発生抑制を最優先とした３

Ｒの推進及び適正な処理に向けて、適宜立入指導を実施します。  

 

(5) リサイクル推進協力店の拡大  

レジ袋の削減、簡易包装の推進、ばら売り・量り売りの推進、ペットボトル・

紙パックなどの自主回収及びエコマーク商品などの販売促進などに取り組

んでいる市内の店舗をリサイクル推進協力店として認定しています。広報媒

体を活用したリサイクル推進協力店の募集を強化し、認定事業所の拡大

に取り組みます。更に、市民に対しては、リサイクル推進協力店の周知・紹

介を行うことで、環境にやさしい協力店を積極的に応援します。また、社会

状況に応じて認定要件の見直しに着手していきます。  

 

取 組 内 容  前 期  後 期  

(1) 事 業 系 ご み の 発 生 抑 制 の 推 進  推 進  推 進  

(2) 事 業 系 ご み の リ ユ ー ス 、 リ サ イ ク ル の 推 進  推 進  推 進  

(3) 事 業 者 自 ら の 責 任 に よ る 法 令 を 遵 守 し た 適 正 処 理 の 推

進  

推 進  推 進  

(4) 事 業 用 大 規 模 建 築 物 の 所 有 者 に 対 す る 立 入 指 導 の 実 施  推 進  推 進  

(5) リ サ イ ク ル 推 進 協 力 店 の 拡 大  推 進  推 進  

 

 

９  拡大生産者責任の追及  

循環型社会を形成するためには、生産者が、自ら生産する製品などについて、

資源の投入、製品の生産・使用の段階だけでなく、廃棄物となった後まで一定

の責務を負う拡大生産者責任が求められます。拡大生産者責任の追及及び

事業者と行政の役割分担の見直しについて、国・都に働きかけていきます。  
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(1) 拡大生産者責任の追及  

拡大生産者責任の原則に基づき、生産者が、環境負荷の低い製品開

発を行い、また、適正処理の困難な廃棄物などについて自ら適切な回収・

リサイクルを行うシステムを構築することについて、他自治体と連携を図り、

国・都に働きかけを行っていきます。  

 

(2) 事業者と行政の役割分担の見直し  

プラスチックごみとペットボトルは、容器包装リサイクル法に基づき、公益

財団法人容器包装リサイクル協会へ引渡しリサイクルされています。拡大

生産者責任の原則に基づき、容器包装リサイクル法の改正を含め事業者

と行政の役割分担の見直しについて、他自治体と連携を図り、国・都に働

きかけを行っていきます。  

 

取 組 内 容  前 期  後 期  

(1) 拡 大 生 産 者 責 任 の 追 及  推 進  推 進  

(2) 事 業 者 と 行 政 の 役 割 分 担 の 見 直 し  推 進  推 進  

 

 

10 市施設における３Ｒの推進  

市内大規模事業所である市の施設において、市職員は、廃棄物を排出する

当事者であることを自覚し、発生抑制を最優先とした３Ｒの推進に向けて率先

して取り組まなければなりません。小金井市施設ごみゼロ化行動実施計画を作

成し、更に、その進捗状況や市施設ごとの実績報告を公表することで、市職員

の意識の向上を図り、３Ｒの推進に取り組みます。  

  

 

 

(1) 小金井市施設ごみゼロ化行動実施計画の推進  

小金井市施設ごみゼロ化行動基本計画に基づき、6 つのごみゼロ化推

進部会が設置されています。各部会において、減量目標、目標を達成する

ための具体的な取組内容などを定めた小金井市施設ごみゼロ化行動実施

取組内容  

取組内容  
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計画を毎年度作成します。その計画に従って、職員は日頃から積極的に

取組を実践し、３Ｒの推進に努めます。  

 

(2) 進捗状況・実績報告の公表  

各部会の小金井市施設ごみゼロ化行動実施計画の進捗状況及び市

施設ごとのごみ・資源物の排出量・処理量の実績報告について、広報媒体

を活用して公表します。  

 

取 組 内 容  前 期  後 期  

(1) 小 金 井 市 施 設 ご み ゼ ロ 化 行 動 実 施 計 画 の 推 進  推 進  推 進  

(2) 進 捗 状 況 ・ 実 績 報 告 の 公 表  充 実  充 実  
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第３節  安心・安全・安定的な適正処理の推進  

１  安心・安全・安定的な収集運搬の推進  

ごみ・リサイクルカレンダーに基づき、指定の排出方法、分別区分、排出場所

に排出されたごみ・資源物は、市が責任を持って収集運搬することが義務付け

られています。毎日排出されるごみ・資源物の安心・安全・安定的な収集運搬

体制の確保に努めます。また、高齢の方や障害のある方への日常生活の負担

を軽減し、在宅生活を支援するために実施しているふれあい収集を推進しま

す。  

 

 

 

(1) 安心・安全・安定的な収集運搬体制の確保  

指定の排出方法、分別区分、排出場所に排出されたごみ・資源物は、

市が責任を持って安心・安全・安定的な収集運搬体制を確保します。ただ

し、新可燃ごみ処理施設の稼働などに伴い、状況の変化に対応する必要

が生じた場合には、状況に応じた対応を検討していきます。  

 

(2) ふれあい収集の推進  

高齢の方や障害のある方でごみ出しが困難な世帯を戸別訪問し、ごみ・

資源物の収集を行っているふれあい収集を推進するとともに、利用者の声

を取り入れながら、質の高いサービスの提供に努めます。  

 

取 組 内 容  前 期  後 期  

(1) 安 心 ・ 安 全 ・ 安 定 的 な 収 集 運 搬 体 制 の 確 保  推 進  推 進  

(2) ふ れ あ い 収 集 の 推 進  推 進  推 進  

 

 

２  可燃ごみの共同処理に向けた整備  

日野市及び国分寺市との 3 市共同による、可燃ごみの共同処理を推進しま

す。また、新可燃ごみ処理施設が稼働するまでの間、広域支援による可燃ご

みの処理を依頼することとします。  

 

取組内容  
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(1) 新可燃ごみ処理施設の整備  

日野市及び国分寺市との 3 市共同による新可燃ごみ処理施設の平成

31 年度中の稼働を目指し整備事業を実施します。新可燃ごみ処理施設

は、環境に十分配慮した最新鋭の施設を設置し、周辺住民にとって、安全

で安心な環境を確保していきます。  

 

(2) 広域支援による可燃ごみの処理  

新可燃ごみ処理施設が稼働するまでの間、多摩地域ごみ処理広域支

援体制実施要綱に基づき、多摩地域の各自治体・一部事務組合に可燃

ごみの処理を依頼することとします。循環型社会の形成及び各施設の周辺

住民及び関係者の負担を軽減するため、市民・事業者・行政が一体となっ

て、更なるごみの減量に向けて取り組んでいきます。  

 

取 組 内 容  前 期  後 期  

(1) 新 可 燃 ご み 処 理 施 設 の 整 備  推 進  実 施  

(2) 広 域 支 援 に よ る 可 燃 ご み の 処 理  推 進  終 了  

 

 

３  廃棄物関連施設の整備  

将来にわたり安心・安全・安定的な適正処理を推進するため、廃棄物関連

施設の整備を進めていきます。  

 

 

 

(1) 不燃・粗大ごみ中間処理場の更新  

不燃・粗大ごみ中間処理場は、昭和 61 年（1986 年）の稼働から 28 年

が経過しており、施設全体の老朽化が進んでいます。施設の更新に向けた

計画を策定していきます。  

 

(2) 廃棄物関連施設のあり方の検討  

取組内容  

取組内容  
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廃棄物関連施設について、将来の処理機能及び再配置のあり方などに

ついて検討を進めていきます。  

 

取 組 内 容  前 期  後 期  

(1) 不 燃 ・ 粗 大 ご み 中 間 処 理 場 の 更 新  実 施  推 進  

(2) 廃 棄 物 関 連 施 設 の あ り 方 の 検 討  検 討  実 施  

 

 

４  最終処分量の削減  

最終処分場の長期安定的な運営及び施設の所在する日の出町住民の負

担を軽減するため、最終処分量となる埋立処分量の削減（※1）及び焼却灰

の削減（※2）に向けた取組が必要です。最終処分場の取組を周知するととも

に、最終処分量の最少化、適正な分別排出及び広域的な連携に取り組みま

す。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) 最終処分量の最少化  

発生抑制を最優先とした３Ｒの推進に向けた施策の展開を図ることで、

最終処分量となる埋立処分量及び焼却灰の最少化に取り組みます。  

 

(2) 適正な分別排出  

広報媒体、キャンペーン、イベント及び環境教育・環境学習など市民へ

情報発信できる機会を活用して、適正な分別排出について周知を行いま

す。  

 

取組内容  

※ １  埋 立 処 分 量 の 削 減  

中 間 処 理 場 で 不 燃 ・ 粗 大 ご み を 破 砕 ・ 選 別 し 、 資 源 化 処 理 に 努 め

て い る 。 た だ し 、 資 源 化 す る こ と が で き な い 不 燃 系 ご み の 一 部 は 、

本 市 を 含 む 25 市 1 町 で 構 成 さ れ る 東 京 た ま 広 域 資 源 循 環 組 合 の 二 ツ

塚 廃 棄 物 広 域 処 分 場 （ 日 の 出 町 ） に お い て 埋 立 処 分 を す る こ と と し

ま す 。  

※２  焼却灰の削減  

焼却施設で可燃ごみを焼却処理した後に発生する焼却灰は、本市を含む

25 市 1 町で構成される東京たま広域資源循環組合（日の出町）のエコセメン

ト化施設でセメント原料としてリサイクルし、最終処分場の延命化を図ります。  
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(3) 広域的な連携  

他自治体と連携を図り、本市を含む 25 市 1 町で構成される東京たま広

域資源循環組合が運営する二ツ塚廃棄物広域処分場及びエコセメント化

施設における埋立・エコセメント化事業を推進します。  

 

取 組 内 容  前 期  後 期  

(1) 最 終 処 分 量 の 最 少 化  推 進  推 進  

(2) 適 正 な 分 別 排 出  推 進  推 進  

(3) 広 域 的 な 連 携  推 進  推 進  
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第４節  廃棄物処理を支える体制の確立  

１  災害発生時の対応に向けた体制整備  

災害発生時には、小金井市地域防災計画に基づき、災害などによって排出

される大量のごみを迅速に処理し、被災地の衛生環境の確保を図るための体

制を整備していきます。  

 

 

 

(1) 小金井市地域防災計画に基づく災害時体制の整備  

災害発生時には、小金井市地域防災計画に基づき、排出される大量

のごみを迅速に処理するため、被害状況などを把握し、臨時集積所の設置、

収集運搬体制の確保、臨時収集運搬ルートの確立、状況に応じた排出場

所及び排出日時の変更など、迅速にごみ処理計画を策定し、災害時の体

制を整備していきます。なお、災害発生時において迅速に対応できるごみ

処理体制の確保に努めるため、現在、収集運搬業者と締結している「災害

時における廃棄物の収集及び運搬の協力に関する協定書」を継続していき

ます。  

 

(2) 小金井市地域防災計画に基づく処理応援の要請  

災害発生時には、小金井市地域防災計画に基づき、本市単独での対

応では排出されたごみ処理が不可能な場合、他の自治体・一部事務組合

及び民間施設に対して支援を要請していきます。また、都に対しても広域

的な調整・応援要請を行っていきます。  

 

取 組 内 容  前 期  後 期  

(1) 小 金 井 市 地 域 防 災 計 画 に 基 づ く 災 害 時 体 制 の 整 備  充 実  充 実  

(2) 小 金 井 市 地 域 防 災 計 画 に 基 づ く 処 理 応 援 の 要 請  充 実  充 実  

 

 

 

 

 

 

取組内容  



60 

２  多摩地域の自治体・一部事務組合及び国・都との連携  

発生抑制を最優先とした３Ｒの推進及び安心・安全・安定的な適正処理の

推進に向けて、多摩地域の自治体・一部事務組合及び国・都との連携強化

を図っていきます。  

 

 

 

(1) 多摩地域の自治体・一部事務組合との連携  

発生抑制を最優先とした３Ｒの推進に向けて、多摩地域の自治体・一部

事務組合との連携を強化して情報の共有化を図り、地域性を踏まえた効

率的な資源循環システムの構築に向けた調査・研究を行っていきます。ま

た、安心・安全・安定的な適正処理の推進に向けた連携を強化していきま

す。  

 

(2) 国・都との連携  

発生抑制を最優先とした３Ｒの推進及び安心・安全・安定的な適正処

理の推進に向けて、国・都との連携を強化して情報の共有化を図り、全国

の自治体で行われている取組事例や広域的な取組について調査・研究を

行っていきます。  

 

取 組 内 容  前 期  後 期  

(1) 多 摩 地 域 の 自 治 体 ・ 一 部 事 務 組 合 と の 連 携  推 進  推 進  

(2) 国 ・ 都 と の 連 携  推 進  推 進  

 

 

３  収集・処理できない廃棄物への対応  

特定家庭用機器再商品化法（家電リサイクル法）に基づく家電製品、資源

有効利用促進法に基づくパソコン、オートバイ、建築廃材及び感染性廃棄物

など、市が収集・処理できない廃棄物などの情報を広く周知することにより、適

正処理を推進していきます。  

 

 

 

取組内容  

取組内容  
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(1) 情報の提供  

広報媒体を活用して、市で収集・処理できない廃棄物の情報を提供し

ます。  

 

(2) 関係機関・処理業者との情報交換  

市で収集・処理できない廃棄物については、専門に扱う業者と情報交換

を行い、適正処理を推進します。  

 

取 組 内 容  前 期  後 期  

(1) 情 報 の 提 供  充 実  充 実  

(2) 関 係 機 関 ・ 処 理 業 者 と の 情 報 交 換  充 実  充 実  
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第５節  生活環境保全の推進  

１  不法投棄防止体制の確立  

清潔で美しいまちづくりを推進するために、空き缶及び吸い殻などのポイ捨て

並びに使用済み家電製品などの不法投棄を防止することは重要です。パトロー

ルの強化、啓発及び市民・事業者・その他関係機関との連携を強化すること

で、適正な処理を促し、不法投棄防止体制を確立します。  

 

 

 

(1) パトロールの強化  

不法投棄多発地帯などを中心に、市職員が定期的にパトロールすること

により不法投棄の防止に努めます。併せて、古紙の抜き取りなど不法行為

についても注意喚起を行います。  

 

(2) 不法投棄防止対策の推進  

啓発看板（不法投棄厳禁・犬のフン禁止）の配布・設置及び広報媒体

を活用した啓発活動を充実させ、不法投棄の防止を図ります。  

 

(3) 市民・事業者・その他関係機関との連携強化  

市民・事業者と連携し、不法投棄防止に向けた監視・通報体制を強化

します。また、警察や関係他部局との綿密な連携を図り、不法投棄防止に

向けた体制を確立します。  

 

取 組 内 容  前 期  後 期  

(1) パ ト ロ ー ル の 強 化  充 実  充 実  

(2) 不 法 投 棄 防 止 対 策 の 推 進  充 実  充 実  

(3) 市 民 ・ 事 業 者 ・ そ の 他 関 係 機 関 と の 連 携 強 化  充 実  充 実  

 

 

２  環境負荷低減の推進  

生活環境の保全に努めるため、収集車両への低公害車の導入を進めます。

また、必要な製品やサービスを購入する時に環境負荷ができるだけ少ないエコ

取組内容  
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マーク商品などを優先的に選ぶグリーン購入を推進し、環境負荷低減に努め

ます。  

 

 

 

(1) 収集車両への低公害車の導入  

収集車両に低公害車の導入を進めます。また、収集運搬業者に対して

も積極的な導入を協力要請します。  

 

(2) グリーン購入の推進  

環境負荷の低減を継続的に進めるために、市自らクリーン購入を推進し

ていきます。また、販売店には供給面で、市民に対しては消費面でグリーン

購入推進への協力を求めていき、資源循環の輪の形成に努めます。  

 

取 組 内 容  前 期  後 期  

(1) 収 集 車 両 へ の 低 公 害 車 の 導 入  充 実  充 実  

(2) グ リ ー ン 購 入 の 推 進  推 進  推 進  

 

取組内容  
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第６節  計画の実効性を高める仕組み  

１  計画の進行管理の実施  

環境マネジメントシステムの考え方であるＰＤＣＡサイクルを導入し、計画の進

行管理を実施していきます。計画の実効性を高めるため、継続的に改善を行う

ことにより、目標の達成を目指していきます。  

 

 

 

(1) 進捗状況の点検・評価  

ＰＤＣＡサイクルに基づき、【計画に沿った施策を実行  →  市民・事業

者・行政のそれぞれの取組状況、施策の進捗状況及び目標の達成度につ

いて点検・評価  →  施策の改善を検討及び必要に応じて目標達成に向け

た計画の見直し】を行っていきます。更に、関係法令の改正や社会状況の

変化などに柔軟に対応していきます。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図  ＰＤＣＡサイクル  

 

取 組 内 容  前 期  後 期  

(1) 進 捗 状 況 の 点 検 ・ 評 価  推 進  推 進  

 

 

２  ごみ処理コストの検証  

市民・事業者に対し公平で適正な費用負担を求めるためには、市民・事業

者・行政の相互理解を高めることが必要です。そのため、一般廃棄物処理事

○施策の実施  

○施策の評価  

○目標達成状況の確認  

○施策の改善検討  

○ 目 標 達 成 に 向 け た

計画  

の見直し  

○計画、施策の立案  

○目標の設定  

取組内容  
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業に係るコスト管理の徹底と情報公開に努め、市民・事業者に対する説明責

任を果たしていきます。また、コスト管理については、国の一般廃棄物会計基準

などを参考に、新たな会計手法の検討や環境基金の有効活用を推進し、効

率化と適正化に努めていきます。  

 

 

 

(1) 一般廃棄物処理事業に係るコストの情報公開  

廃棄物会計については、継続して情報公開を実施します。また、国の一

般廃棄物会計基準との比較検証について研究を行っていきます。  

 

(2) 環境基金の有効活用  

平成 17 年（2005 年）度に施行された小金井市環境基金条例に基づき、

継続してごみ処理手数料の一部などを積み立てている環境基金の有効活

用を推進します。  

 

取 組 内 容  前 期  後 期  

(1) 一 般 廃 棄 物 処 理 事 業 に 係 る コ ス ト の 情 報 公 開  充 実  充 実  

(2) 環 境 基 金 の 有 効 活 用  推 進  推 進  

 

 

取組内容  



66 

第４章 生活排水処理基本計画 

第１節 生活排水処理の現状 

１ 収集運搬処理状況 

本市における公共下水道普及率は 100％を達成しています。現在、し尿を含む生活排

水は公共下水道によって処理していますが、一部水洗化できない一般世帯及び仮設トイ

レのし尿並びに浄化槽汚泥などについては一部事務組合（湖南衛生組合）による共同処

理を行っています。 

 

（1）収集運搬 

し尿及び浄化槽汚泥の収集運搬を民間委託により行っています。 

（2）処理 

本市で発生するし尿及び浄化槽汚泥は、武蔵野市、小平市、東大和市、武蔵村山

市及び本市で構成される一部事務組合（湖南衛生組合）で共同処理を行っています。 

湖南衛生組合の処理量は、公共下水道の普及に伴って年々減少しています。 

 

名 称 湖南衛生組合し尿処理施設 

所在地 武蔵村山市大南 5 丁目 1番地 

処理能力 6kl/日 

処理方式 前処理希釈方式 

 

２ し尿及び浄化槽汚泥の処理量 

本市におけるし尿及び浄化槽汚泥の処理量の推移を図 4-1に示します。近年、処理量

はやや増加しており、平成 25年（2013年）度の搬入量は 76.6kl となっています。 
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表 4-1 施設の概要 

図 4-1 し尿及び浄化槽汚泥処理量の推移 
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第２節 今後の取組 

１ 本市における取組 

本市では公共下水道の面整備が完了していることから、仮設トイレを除いたすべての生

活排水については下水道で処理することを目標とします。本市の人口は微増傾向が続い

ており、平成 36年（2024年）度の人口は平成 25年（2013年）度に比べ 1.6％の増加と

なる見込みですが、一般世帯からのし尿及び浄化槽汚泥処理量には影響がないものと予

測しています。ただし、今後も排出が見込まれる工事現場の仮設トイレなどについては、適

正な運搬及び処理ができるよう体制を維持します。また、湖南衛生組合が進めている「湖

南衛生組合総合整備事業」に基づき新処理施設の整備を実施します。 

 

 

２ 災害発生時の対応 

被災時における公衆衛生や環境保全を速やかに確保するため、東京都及び近隣市町

村や事業者などとの相互応援体制を整備し、迅速なし尿処理体制を確立します。災害発

生時には、「小金井市地域防災計画」に基づいて、本市環境部清掃班が中心となって被

害状況、仮設トイレなどの設置状況及び補充必要基数などを把握するとともに、速やかに

処理・処分計画を策定します。なお、くみ取りを必要とする仮設トイレについては、平成 23

年（2011年）にし尿収集運搬業者と「災害時におけるし尿の収集及び運搬に関する協定

書」、他自治体と「災害時における水再生センターへのし尿搬入及び受入れに関する覚書

を締結しており、協定を締結しているし尿収集運搬業者に協力を要請し、水再生センター

及び主要管きょの指定マンホールなどに収集・搬入します。また、市の確保した収集能力

を上回ると判断した場合は、速やかに東京都に応援を要請します。 
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３，４５３１４，１５１１３９

３３７２．８０６１３６

８０７４８３２１０

９８１８７７５

３２５１３９５９

67,873250,24220,511

６，４９０３３，０３０２．１６３

９８１３９５７

有害 合計

163,090

５１，４１８

４１，４４８

４６，４６８

３８．７４０

59,090

３１，５６２

５６．５９８

117,462

２５，５６９

４９，６７２

４３，０７０

３７．５１５

２９，２９１

２１，４０８

１６．５２４

１９，２７５

２２，４３５

１７．８７０

３０，４６１

２０，９１３

４１．２０５

２１，５３６

１７，０２８

２３，３３７

４８，７２０

１１，６５３

４，８７６

７９４

２，３６０

有害 小計

38,864

12660

6,862

６，０２８

７，１６９

８，３０３

5,790

５，２５１

２９，０９２

３７６

4152

５，２６８

５．８７４

２，８９９

３，２３９

１．９５４

１，４５５

２，４８４

２，０２７

４，７８４

２，４０５

１０，５０３

２，９８７

２，８４９

０

７，２３１

２．５８６

０

が0

691

183,783

３８，８６４

０

可燃

118,558

３４，４０６

２７，９５１

２８，０５７

２８，１６８

３７，５５０

２２，１４７

３１，８８７

８８００５８

１２，５５７

３３，３５３

２６，３０４

２４．８７６

１７，４８９

１４，３７０

１１，４１０

１３ｩ１８３

１６，０７０

１２，３４０

２２，０４７

14,788

３１．８３９

１６．４３４

１１，４２３

１５，２８９

３０，８９３

８，０２９

３，３６８

４３３

１’717

754,994

118,558

４３３

不燃

７，９７７

３．５８１

１，２４６

２，０００

３，０６４

３，４７８

１，５５４

３，６８１

６?５５１

３，８０１

５，３０９

５，５５２

２，０８９

１，９１３

１．８０２

６８２

９８２

９８２

１．３８９

２，１４１

１，０７５

１，１３６

１，２７５

４０３

2.599

３．４６４

３３７

８０７

９８

４１２

７１，３８０

７，９７７

９８

害
叫
卵
皿
帥
卵
師
仙
別
卵
犯
的
陀
弱
妬
踊
哩
馴
四
刀
妬
幻
帆
加
釧
弱
弱
、
８

１

１

有 小計

124,226

３８，７５８

３４．５８６

４０，４４０

３１，５７１

５０．７８７

25,772

５１，３４６

88,370

２５，１９３

４５，５２０

３７，８０２

31,641

２６，３９２

１８，１６９

１４．５７０

１７．８２０

１９，９５１

１５．８４３

２５‘６７７

１８，５０８

３０，７０２

１８．５４９

１４，１７９

２３，３３７

４１，４８９

９，０６７

４，８７６

７９４

１．６６９

927,605

124,226

７９４

可燃

３６，１２４

１０．６９８

６．８６２

６，０２８

５．６０９

８，３０３

５，０５６ｉ

５．２５１

２４，１６９

３６２

３，８０８

４，６３３

4.885

２，８４０

３，０８６

１．７１４

１．４５５

２，１０５

2,000

４，７１４

２，３５９

１０，０１７

２，９６１

２，４４１

０

７，２０２

２．２５８

０

０

578

167,518

３６，１２４

０

(平成25年度統計）

市町村名

可鍵

82.434

２３．７０８

２１，０８９

２２，０２９

２２．５５９

２９，２４７

１７，０９１

２６，６３６

６３，８８９

１２，１９５

２９．５４５

２１．６７１

１９，９９１

１４，６４９

11,284

９．６９６

１１．７２８

１３，９６５

１０，３４０

17,333

12,429

２１，８２２

１３，４７３

８，９８２

１５，２８９

２３，６９１

５，７７１

３，３６８

４３３

１，１３９

５８７，４７６

８２，４３４

ｒ４３３

４
８
２
０
８
７
０
１
３
８
９
２
９
６
５
２
１
３
７
６
７
８
０
４
５
５
７
８

９
５
９
６
５
８
５
８
５
３
６
６
５
４
２
２
２
２
２
３
２
４
３
２
３
５
１

１

１

０
０
０
０
０
０
０
０
０
０
０
０
０
０
０
０
０
０
０
０
０
０
０
０
０
０
０
０
０
０
０
０
０

１

１
１

八
立
武

１八王一子市

２立川市

３武蔵ｈ野＆市

４三鷹市

５青梅江市

６府中市

７昭千鳥（市

８鯛布市

９町田市

１０小金井市

１１小γ平市

１２日野市

１３東村山市

１４国分寺市

１５国立３Ｊ市

１６福生市

１７狛江市

１８束大和市

１９溝瀬市

２０東久留米市

２１武蔵村山市

２２多摩市

２３稲城市

２ ４ 羽 村 市

２５ あき る野 市

２６西東京市

２７瑞穂町

２８日の出町

２ ９ 槍 原 村

３０奥多摩町

ｉ 合 Ｆ 丙 計

最大値

一最Ｊ１，値

表１ 青
府
昭
鯛
町
金
平
日
東
分
国
福
狛
大
清
久
村
多
稲
羽
あ
西
瑞
日
槍
奥
甜
睦
砂

一
」

Ｅヨ
ー

里み

７

１，５１３

１９４

７

１，５０３

１９４

１

1，１１１，３８７

１６３，０９０

７９４



不

市町村名 収集量（ｇ/人日）

資源粗大

持込量（ｇ/人日）

資 源 粗 大

９
９
８
９
２
９
０
０
０
９
０
９
１
１
９
Ｏ
ｉ
７
７
０
８
０
９
０
２
２
８
：
４
３
１
，
４
０
４
７

害
０
０
ｌ
ｕ
１
０
１
１
１
０
１
０
１
１
０
１
０
０
１
０
ｌ
ｑ
１
１
１
０
１
１
１
３
１
３
ｑ

有 計

603.6

595.1

674.0

614.3

626.2

548.8

624.3

627.9

567.8

589.3

669.5

577.5

569.2

609.6

668.1

677.1

629.2

646.1

585.8

605.0

702.4

575.0

589.6

682.1

780.9

575.2

732.8

788.0

876.4

802.5

611.2

876.4

548.8

可燃

４００．５

364.0

410.9

334.6

447.4

３１６．１

４１４．０

325.7

410.5

285.3

434.6

３３１．０

359.6

338.4

414.9

450.6

414.1

452.3

382.3

408.4

471.7

408.7

４２８６２

432.1

511.6

328.5

466.4

544.3

478.0

547.7

387.1

547.7

２８５６３

１
１
３
４
９
６
８
０
７
６
：
０
２
１
ｔ
０
１
７
７
６
０
０
２
２
：
５
２
０
９
Ｌ
２
４
２
３
７
３
２

燃
釧
叫
叫
犯
醜
魂
狙
幅
机
皿
刈
皿
弧
！
“
“
皿
汎
皿
凱
皿
帆
飢
他
旧
師
れ
れ
犯
凪
駈
舛
碓
似

１
１
１

１

可 燃

175.5

164.3

133.7

９１．６

１１１．３

８９．７

蘭122.5

６４．２

155.3

８．５

５６．０

７０．８

８７．９

６５．６

113.5

７９．７

５１．４

６８２

７３．９

１１１．１

８９．５

187.6

９４．１

１１７．４

０．０

９９．９

182.5

０．０

０．０

277.9

110.4

277.9

０．０

６
８
０
０
９
０
９
０
４
３
１
７
５
２
１
０
０
２
４
５
６
１
１
２
０
２
０
０
０
８
３
８
０

燃
孔
３
０
０
０
０
１
０
０
０
４
２
Ｌ
Ｑ
０
３
Ｑ
２
ｑ
ｏ
ｑ
０
０
０
０
０
：
０
Ｑ
０
１
２
１
，
０

：
１

Ｊ
４
４
Ｉ

小 有害

0.0

０．０

０．０

０．０

０．０

０．０

０．２

０，０

０．０

０．０

０．０

０．０

０，０

０．０

０．０

０．０

０．０

０．０

０．０

０．０

０．０

０．０

０．０

０．０

０．０

０．０

０．０

０．０

０．０

０．０

０．０

０．２

０．０

不

多摩地域ごみ実態鯛査（平成25年度統計）●１１

総ごみ量（ｇ/人日）一

不撚資源粗大有害小計小計

188.8

194.4

133.7

９１．６

142.2

８９．７

140;３

６４．２

１８６．９

８．８

６１．１

８０．５

105.7

６７．０

119.1

９０．８

５１．４

８０．４

７４．９

１１２．７

９１．３

１９６．７

９４．９

１３７．１

０．０

100.3

20960

０．０

０．０

332.2

１２１．１

332.2

０．０

可燃

576.0

528.3

544.7

426.2

558.7

405.8

536.5

390.0

565.8

293.7

490.6

４０１．８

447,5

404.0

528.4

530.2

465.4

520.4

456.3

５１９．５

561.2

596.3

522.4

549.5

511.6

428.3

648.9

544.3

478.0

825.6

497.4

825.6

293.7

１八王子市

２立川市

３ 武 蔵 野 市

４三鷹市

表２５青梅Ｊ市

ごみ量篭貴票
８鯛布市

（１人１日当たり）９町田市
１０小金井市

１１小平市

１２日野市

１３東村山市

１４国分寺市

１５国立市

１６福生市

１７泊江市

１８東大和市

１９情瀬市

２０東久留米市

２１武蔵村山市

２ ２ 多 摩 市

２３稲城い市

２ ４ 羽 村 市

２５あきる野市

２６西東京市

２ ７ 珊 穂 町

２８日の出町

２ ９ 棺 原 村

３０奥多摩町

全体

最 大 値

報。最小１値

160.5

176.8

210.1

221.2

109.9

172.4

165.8

237.7

106.4

193.2

145.2

144.3

163.8

210.1

169.7

180.4

164.6

157.1

149.4

144.3

178.7

127.7

109.4

220.3

158.7

196.2

226.8

78.1

206.4

66.8

164.9

237.7

６６．８

５
２
８
２
８
９
８
５
２
４
７
０
６
１
４
４
０
４
１
５
７
５
６
４
４
９
０
９
８
４
５
８
５

■
■
ｑ
●
●
●
①
Ｃ
●
●
●
⑦
●
●
●
●
●
●
●
甲
●
●
●
①
●
。
●
●
●
●
●
。
●

０
２
６
７
７
１
７
８
８
１
４
９
８
６
６
６
５
６
２
１
０
６
０
９
２
１
１
３
２
８
３
２
１

１
１
２
２
…
２
１
２
１
１
１
１
１
１
・
１
１
１
２
１
３
８
２
１
８

７
０
０
０
１
０
５
０
４
０
１
５
０
：
０
０
０
０
７
０
０
０
６
０
：
０
０
０
０
０
０
３
７
４
０

●
中
●
●
●
①
■
●
。
●
●
守
■
●
■
ｐ
●
④
。
●
■
の
巳
●
。
■
●
●
■
●
●
●
①

５
７
０
０
８
０
１
０
９
０
０
１
０
０
０
０
０
８
０
０
０
２
０
０
０
０
０
０
０
：
５
２
９
０

０
３
０
０
０
０
２
０
８
０
９
６
３
１
５
１
０
３
６
２
２
４
８
４
０
２
５
０
０
２
７
５
０

●
●
●
■
①
●
●
●
●
●
●
■
■
ｅ
●
●
●
●
●
ｅ
●
●
旬
●
●
●
●
■
●
●
●
●
⑥

０
９
０
０
２
０
４
０
１
０
０
５
６
１
５
８
０
１
０
１
１
６
０
９
０
０
６
０
０
７
５
６
０

２
１
２
１
１
２
２

３８．８１６６．２

５５．０１８３．８

２４．３210.1

３０．４221.2

６０．８118.0

３７．６172.4

37.6167.3

45.0237.7

４２．１115.8

８８．９１９３．２

78.1145.3

８４．８１４５．８

３７．６163.8

４４．２２１０．１

６６．３１６９．７

３１．７180.4

３４．７164.6

３１．８１６５．９

５１．４149.4

５０．４144.3

４０．８１７８．７

２１．３130.3

４０．５109.4

１９．４220.3

８７．０１５８．７

48.0１９６．２

２７．２226.8

130.478.1

108.2206.4

198.1７２．１

４７．０167.6

198.1２３７．７

，’；ｉ・・・

１９．４７２．１

10.5０．９

２１．５0.9

26.81.8

27.20.9

29.8１．２

２１．９0.9

22.0１．２

１８．５1.0

30.0１．０

２１．４0.9

15.61.0

24.60.9

24.9１．１

１７．２１．１

２１．９０．９

２４．５1.0

15割００．７

７．７０．７

２．７１．０

２．７０．８

１１．９1.0

22.90.9

11.31.0

28.8１．２

２２．４１．２

２．２０．８

792.4

789.5

807.7

705.8

768.4

638.5

764.6

692.2

754.7

598.1

730.6

657.9

674.9

676.5

787.2

767.9

680.5

726.6

660.7

717.8

793.6

771.7

684.5

819.1

780.9

675.5

八
立
武

青
府
昭
鯛
町
金
平
日
東
分
国
福
狛
大
清
久
村
多
稲
羽
あ
西
瑞
日
槍
奥
挙
鮭
鋤

37.5１．４941.8

33.9１．３788.0

82.8１．１876.4

35.6３．４１，１３４．７

１９．２１．０732.2

82.8３．４１，１３４．７

２．２０．７５９８．１



立
２
７
０
０
４
０
１
０
０
２
２
３
０
１
０
２
０
１
０
０
１
２
０
４
０
０
３
４
９
７
２
４
０

埋
０
０
０
ｕ
ｑ
Ｑ
Ｏ
Ｑ
ｑ
ｑ
ｑ
０
０
０
０
０
０
０
０
Ｑ
ｑ
Ｏ
０
０
１
Ｑ
０
１
０
０
０
１
Ｑ

最終処分丑内駅（ｔ/年）処分内駅構成比（％）処分内訳（ｔ/年）

最終処分計立
３
１
０
０
１
０
㈹
０
７
糾
囲
ｎ
Ｏ
１
０
１
０
０
０
０
３
２
０
６
５
０
９
７
７
７
４
１
０

埋
訓
卵
価
１
１
２
３
２
２
７
７
奴
３
６
１
脚
妬
１

灰
０
０
０
０
０
０
０
０
０
０
０
０
０
０
０
０
０
０
０
０
０
０
０
０
３
０
０
３
６
６
８
３
０

４
９
７
０
１
４

残
２
５
１
０
２

却
２
３
２

焼

他
３
３
１
０
０
５
０
８
０
０
１
０
２
３
１
０
１
１
０
０
０
１
１
４
１
９
１
２
１
１
５
１
０

の
０
０
０
ｌ
ｑ
《
ｕ
《
ｕ
《
ｕ
ｕ
４
《
ｕ
ｕ
ｄ
Ｌ
１
《
ｕ
Ｏ
《
ｕ
Ｏ
１
１
０
０
《
ｕ
《
ｕ
Ｏ
《
ｕ
Ｏ
０
０
ｌ
《
ｕ
ｌ
ｑ

そ
１
１

資源化

２２．０

２５．８

２７．７

２９．９

２１．９

２６．２

２４．１

３４．４

１７．８

４６．７

２１．５

２４．３

３０．７

３３．８

２４．４

２５．０

２５６５

２３．５

２３．５

２０．８

２２．９

１７．７

１７抑

２７．５

１９;３

２９．９

２４．９

９．９

２４．６

１５．１

２４．７

４６．７

９．９

収集・持込量

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100,0

100.0

100.0

100.0

100.0

１００．０

100.0

100.0

；100.0町

100.0

100.0

100.0

ぷ１０００が

100.0

冊００．０

100.0

100.0海

却
５
２
２
１
７
３
８
８
２
１
２
４
１
８
５
８
４
３
５
２
０
０
８
７
６
２
７
５
４
１
６
５
１

焼
瓦
氾
疋
田
凧
氾
祇
叫
皿
帆
氾
氾
凪
叫
祇
刈
汎
氾
祇
氾
刀
皿
“
孔
ね
岨
刈
凪
刈
氾
刈
凪
帆
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市町村名

立
咽
〆
刷
０
０
１
０
“
０
７
“
い
、
０
１
０
１
０
０
０
０
３
２
０
６
５
０
９
７
，
７
Ⅳ
糾
馴
０

２
３
２
２
７
‐
７
２
３
６
州

０
１

資源化

３５‘９２２

１３，２４８

１１．４６６

１３，９００

８．５００

１５，４６９

７‘６２２

１９‘４９６

２０．８９２

１１，９４６

１０，６８５

１０，４４９

１１，５２２

９，８８７

５，２３３

４，１２９

４，９２１

５，２７８

４，１９７

６，３３５

４，７９５

７，３０９

3,689

４，６７６

４，５０９

１４，５６４

2,902

４８５

１９５

356

274,577

３５，９２２

１９５

他
Ⅷ
“
花
闘
脆
０
７
２
５
１
２
９
０
７
５
５
０
１
３
０
３
０
２
吋
０
句
４
５
淵
４
７
：
８
Ｆ
１
３
９
２
：
０

１
：
７
２
２
６
“
幻
２
２
２
８
１
５
３
７
，
３
４
１
三
』
配
犯
皿

の
４
１
４
３
４
０
１
３
４

そ
１
５
ｌ

収集・持込貝

：163,090

５１，４１８

４１，４４８

４６，４６８

３８，７４０

５９．０９０

３１．５６２

５６，５９８

117,462

２５，５６９

４９，６７２

４３，０７０

３７，５１５

２９，２９１

２１．４０８

１６．５２４

１９，２７５

２２，４３５

１７．８７０

３０，４６１

２０，９１３

４１，２０５

：２１，５３６

１７，０２８

２３，３３７

４８，７２０

１１，６５３

４，８７６

７９４

２，３６０

１，１１１，３８７

１６３．０９０

７９４

焼却

126,391

３７，６３７

２９，９２９

３２．０８２

３０，０７９

４３．３０３

２３，８９８

３６，６２７

９６，５４２

１２，５５７

３８，８１５

３２，５０４

２５，５４６

１９．００８

１６，１５０

１２，３６４

１４，３３３

１７，１１４

１３．４９３

２３，８１３

１６，０９５

３３，７７２

１７，８１７

１２，２０２

１８，５６８

３３，７１２

８，６９５

４，３１６

５９１

1,724

829,677

126,391

５９１

３
１
０
０
１
０
㈹
０
７
判
伽
ｎ
Ｏ
１
０
１
０
０
０
０
３
２
０
６
８
０
９
０
３
３
２
８
０

１
６

６

２

３
２
２
７
７
６
３
６
８
２
６
６

３
３
１
１
１
４
６
１
７
４

２
４
２

八
立
武

１ノ、王子市

２立 川市

３武蔵野市

４三鷹市

５青 梅市

６府中市

７昭島市

８鯛 布市

９町田市

１０小金井市

１１小平市

１２日野市

１３東村山市

１４国分寺市

１５国立市

１６福生市

１７狛句江市

１８東大和市

１９情瀬市

２０東久留米市

2１武蔵村山市

２２多摩市

２３稲叶城市

２４羽村市

２５あきる野市

２６西東京市

２７瑞穂町

２８日の出町

２９槽原村

３０奥多摩町

合 計

最大値

最１小値

表９ 青
府
昭
鯛
町
金
平
日
東
分
国
福
狛
大
清
久
村
多
稲
羽
あ
西
瑞
日
槽
奥
甜
睡
鋤

総ごみ量の
処分内訳



収集・持込量

最終処分量内訳（ｇ/人日）処分内訳構成比（％）処分内訳（ｇ/人日）市町村名

計
５
５
０
０
２
０
０
０
０
０
５
８
０
５
０
４
０
６
０
０
９
３
０
７
６
０
２
７
６
１
１
７
０

分
Ｉ
５
０
０
３
０
１
Ｑ
ｑ
１
１
１
０
０
０
１
０
Ｑ
ｑ
０
０
１
０
３
２
Ｑ
３
６
１
９
３
６
ｕ

処
桜
８
㈹
９
５
加

終
：
：
；

最

灰
０
０
０
０
０
０
０
０
０
０
０
０
０
０
０
０
０
０
０
０
０
０
０
０
１
０
０
８
９
０
０
８
０

残
０
０
Ｑ
Ｑ
Ｑ
Ｑ
Ｑ
０
０
０
０
０
０
Ｑ
Ｑ
Ｑ
Ｏ
Ｏ
Ｑ
Ｑ
Ｏ
Ｏ
Ｏ
Ｏ
５
Ｑ
Ｑ
ａ
３
１
２
５
Ｑ

却
…
７
９
８
５
９

焼
立
５
５
０
０
２
０
０
０
０
０
５
８
０
５
０
４
０
６
０
０
９
３
０
７
５
０
２
８
７
２
１
８
０

埋
１
５
０
０
３
Ｑ
１
Ｑ
ｑ
１
１
１
０
０
０
１
０
Ｑ
ｑ
０
０
１
０
３
Ⅵ
Ｑ
ａ
Ｑ
孔
６
１
０
０

１

１

却
５
２
２
１
７
３
８
８
２
１
２
４
１
８
５
８
４
３
５
２
０
０
８
６
５
２
７
５
４
１
６
５
１

焼
刀
ね
泌
餌
派
氾
氾
叫
皿
姐
氾
氾
凪
“
だ
汎
汎
応
氾
氾
刀
皿
皿
孔
ね
岨
測
皿
汎
ね
汎
皿
組

立
２
７
０
０
４
０
１
０
０
２
２
３
０
１
０
２
０
１
０
０
１
２
０
５
０
０
３
４
９
７
２
４
０

埋
０
ｑ
Ｏ
０
０
０
０
０
０
０
０
０
０
ｕ
Ｏ
ｕ
Ｏ
Ｑ
ｕ
０
０
ｕ
ｑ
０
１
ｕ
Ｏ
１
０
Ｑ
Ｏ
ｌ
Ｑ

資源化

２２．０

２５．８

２７．７

２９．９

２１．９

２６．２

２４．１

３４．４

１７．８

４６．７

２１．５

２４．３

３０．７

３３．８

２４．４

２５．０

２５．５

２３．５

２３．５

２０．８

２２．９

１７．７

１７．１

２７．５

１９．３

２９．９

２４．９

９．９

２４．６

１５．１

２４．７

４６．７

９．９

他
３
３
１
０
０
５
０
８
０
０
１
０
２
３
１
０
１
１
０
０
０
１
１
４
２
９
１
２
１
１
５
１
０

の
”
ｑ
Ｑ
ｑ
１
Ｑ
ｑ
０
０
０
４
０
０
１
１
０
０
０
０
ｔ
１
０
Ｑ
ｑ
０
０
０
０
０
０
１
Ｑ
１
０

そ
１
１
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立
５
５
０
０
２
０
０
０
０
０
５
８
０
５
０
４
０
６
０
０
９
３
０
７
５
０
２
８
７
２
１
８
０

埋
１
５
０
０
３
ｕ
ｌ
０
０
１
１
１
０
Ｑ
Ｏ
１
０
０
０
０
０
１
０
３
Ⅵ
Ｑ
ａ
Ｏ
Ｚ
８
１
Ｑ
Ｑ

１

１

資源化

174‘5

203.4

223‘4

211.1

168.6

167.2

184.6

238.4

134.2

279.5

157.2

159.6

207.3

228.4

192.4

191.9

173.7

170.9

155.2

149.3

182,0

136.9

117.3

224.9

150.9

201．9

234.5

78.4

215.2

171.2

180.9

279.5

７８．４

他
３
６
０
４
０
４
０
８
１
９
０
０
０
７
９
０
７
７
７
４
０
０
０
６
２
２
４
３
１
５
６
５
０

の
Ｚ
２
Ｌ
Ｉ
０
：
３
０
風
Ｑ
３
１
Ｑ
８
８
ｑ
０
０
０
ａ
Ｚ
Ｑ
１
〆
１
３
１
６
１
１
１
６
３
６
ｑ

そ
２
２
２１

１

収集・持込量 焼却

614.1

577.9

583.2

487.3

596.6

468.0

578.9

447.9

620.3

293.7

570.9

496.5

459.6

439.0

593.8

574.6

506.1

554.2

498.9

561.1

610‘8

632.5

566.3

587.0

621.3

467.4

702.7

697.5

652.4

828.9

546.6

828.9

293.7

八
〆
立
武

792.4

789.5

807.7

705.8

768.4

638.5

764.6

692.2

754.7

598.1

730.6

657.9

674.9

676.5

787.2

767.9

680.5

726.6

660.7

７１７．８

793.6

７７１．７

684.5

８１９．１

780.9

675.5

941.8

788.0

876.4

1.134.7

７３２．２

１，１３４．７

598.1

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

1000

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100､0

100.0

100,0

100.0

100．0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

１八 王 子 市

２立 川市

３武ｊ賊野市

４三鷹市

５青梅市

６府中市

７昭 島市

８胴布市

９町田市

１０小金井市

１１小平市

１２日野市

１３東村山市

１４国分寺市

１５国立市

１６福生市

１７狛江市

１８東大和市

１９情瀬市

２０東久留米市

２１武威村山市

２２多摩市

２３稲城市

２４羽村市

２５あきる野市

２６西東京市

２７瑞穂町

２８日の出町

２９棺原村

３０奥多摩町

全体

最大値

最小値

表１０

総ごみ量の

処分内訳

青
府
昭
飼
町
金
平
日
東
分
国
福
狛
大
清
久
村
多
稲
羽
あ
西
瑞
日
槽
奥
誹
睡
鋤

卜

(１人１日当たり）



隼団回収

８，５５２

３，９２５

３，４２１

３，２１１

４，４１３

７，０７７

１’５２７

4.521

11,818

１，５４４

２，２２６

１，７５４

3,023

２，３８４

１，３２２

１，２６４

１０４２７

１，０７９

１，２０１

３，４９５

Ｗ６４１

４，５２５

１‘９１９

１，０３８

２，０４３

３，４４７

Ｊ３５６

５９５

１８

４６５

８４，２３１

１１，８１８

１８

総ごみ量
（ｔ／年）

総ごみ丑十一
集団回収量（ｔ／年）

'資源化率（96》

R源化率*ｅごみ資源化率申ｆ

資源化量内訳（ｔ／年）(ｔ/年）資源化量

緯資源化量*ａ

５８，９４０

２１，８５５

18,019

２０，６８９

１５，６６０

２７，１４６

１２，２６１

28,106

42045

１４，２１４

１７，９８３

１６，２４１

１７，３１３

14,222

8,092

６，４３１

７，７１２

８，５９５

７‘１５０

１２，９５６

71541

１５，６７１

７j３１８

6,741

6,552

２２，３９４

４，０５３

１，０８０

２１３

821

448,014

５８，９４０

２１３

ごみ資亜化量*ｂ

：５０･３８８

１７，９３０

１１４，５９８

１７‘４７８

１１，２４７

２０‘０６９

１０，７３４

２３，５８５

（３０，２２７

１２，６７０

１５，７５７

１４，４８７

へ１４．２９０

１１，８３８

６‘７７０

５，１６７

卜…６，２８５

７，５１６

曲5,949

９，４６１

鰯'6,900J

１１，１４６

iＷ５，３９９；

５，７０３

ｈ；４，５０９

１８，９４７

１３，６９７Ⅱ

４８５

１９５

３５６

363,782

５０，３８８

‐１９５

収集後資薫化*。資諏ごみ*ｃ

３２，７４７

１１，４１１

１０，５０１

１３，１３６

５，８４０

１３，９０２

６．３１４

１８．０１７

１７．９９６

８．２３７

９，８８０

９，５４２

８，５７６

９．００９

４，６１６

３，８８２

Ｊ４．６６３

５，１２２

３，９３５

５，９３１

４，５３０

６，９５７

“３．４４１

４，４０１

が４，３６６

１３，８６１

２，８０６

４４９

１７１

150

244,388
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１５０
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●
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●
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●
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●
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７
９
４
４
１
５
９
１
３
８
０
１
１
２
３
３
１
３
７
５
３
９
８
１
９
４
５
２
９
９

３
３
３
３
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３
３
４
２
４
３
３
３
４
３
３
３
３
３
３
３
２
２
３
１
３
３
２
１
３
４

１７，６４１

６，５１９

４，０９７

４．３４２

5,407

６，１６７

４，４２０

５．５６８

１２，２３１

４．４３３

５，８７７

４．９４５

５，７１４

２．８２９

２．１５４

１，２８５

１，６２２

２，３９４

２，０１４

３，５３０

２，３７０

４，１８９

１，９５８

１，３０２

１４３

５，０８６

８９１

３６

２４

206

119,394

１７，６４１

２４

八
立
武

171,642

５５，３４３

４４，８６９

４９．６７９

４３，１５３

６６，１６７

３３．０８９

６１，１１９

１２９，２８０

２７，１１３

５１，８９８

４４，８２４

４０．５３８

３１，６７５

２２，７３０

１７，７８８

２０，７０２

２３，５１４

19,07Ｊ

３３，９５６

２１，５５４，

４５，７３０

２３‘４５５；

１８，０６６

２５，３８０

５２．１６７

１２，００９

５．４７１

８１２

２‘８２５

163,090

５１，４１８

41.448

４６，４６８

３８，７４０

５９，０９０

３１，５６２

５６，５９８

117,462

２５．５６９

４９，６７２

４３，０７０

３７．５１５

２９．２９１

２１，４０８

１６，５２４

１９‘２７５

２２‘435

17‘870

３０‘４６１

２０，９１３

４１，２０５

２１，５３６

１７，０２８

２３，３３７

４８，７２０

１１，６５３

４，８７６

７９４

２，３６０

１．１１１，３８７

163,090

～794

１八王；子市

２立川市

３武蔵野市

４ 三鷹 市

５青梅市

６府中市

７昭島市

８脚布市

９町田市

１０小金井市

１１小平市

１２日野市

１３東村山市

１４国分寺市

１５国立市

１６福生市

１７狛江市

１８東大和市

１９清叫瀬市

２０東久留米市

2１武蔵村山市

２２多摩市

２３稲ｈｊ城市

２４羽村市

２５あきる野市

２６西東京市

２７瑞穂町

２８日の出町

２９槍ｍｉ村

３０奥多摩町

合 針

最大値

丑 ｖ ｌ ， 値

表１７ 青
府
昭
鯛
町
金
平
日
東
分
国
福
狛
大
清
久
村
多
稲
羽
あ
西
瑞
日
槽
奥
甜
畦
鋤

施策別の
資 源化量

*a：緯資五化量二

資源ごみからの資源化丑十集団

回収量十収集後資源化丑

*b：ごみ資源化量二
資亜ごみからの資郵化五十収集

後資海化量

*Ｃ：「資海ごみ」は、資灘ごみからの

資源化量を省略して配載したもの

で、拠点回収による資亜化■を含

む．

*d：中間処理施股において不熊ごみ
や粗大ごみ等から人手や機械等

によって選別された資源物の量

*e：総資五化率＝

（資亜ごみからの資亜化量十

集団回収丑十収集後資源化丑）

÷（鱒ごみ量十集団回収量）

*f：ごみ資亜化率＝
（資諏ごみからの資諏化量十

収纂後資郵化且)÷総ごみ丑

1,195,619

１７１‘６４２

８１２



ごみ資源化丑地

244.8

275.3

284.5

265.5

223.1

２１６．９

260.0

288.4

194.2

296.4

231.8

２２１．３

257.1

273.4

248.9

240.1

２２１．９

243.4

220.0

222.9

261.9

208.7

171.6

274.3

150.9

262.7

両298.8

７８．４

215.2

１７１．２

239.7

298.8

７８．４

総ごみ量

(ｇ/人日）

総ごみ量十

集団回収量（ｇ/人日）
資源化率（％）叶

源化率＊ｅごみ資源化率＊ｆ

(ｇ/人日） 資源化量内訳W(ｇ/人日）市町Ⅶ村名 資源化量（
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270.1

332.5
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297.6

298.9

272.3

278.4
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305.3

286.2

293.5
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１９２．７
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１４５．８
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１６９．７
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674.9
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660.7
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７１５．０

８０１．６

747.5

830.6

634.3

763.3

684.7

729.3

７３１．６

835.8

826.6

730.9

761.5

705.1

800.1

818.0

856.4

745.5

869.1

849.3

723.3

970.6

884.2

896.3

1,358.3

787.7

1,358.3

634.3

１八王子市

２立 川市

３武蔵野市

４三鷹市

表１８５青梅市
６府 中市

施策男llのう圃愚市

資源化量：：：蔦
１０小金井市

（１人１日当たり），,小平市
１２日野市

１３東村山市

１４国分寺市

１５国立市

１６福生市

１７狛江市

１８東大和市

１９情瀬市

２０東久留米市

*a：総資薫化且＝

資亜ごみからの資温化貝十集団２’武蔵村山市
回収丑十収集後責葱化量２２多摩市

*ｂ：ごみ責匁化量＝
資遍ごみからの資薫化■＋収集２３稲城市
後貴司化量

２４羽村市

*｡:轟溌蝋¥藍ｔ鰯25あきる野市
磯擾点回収による資｡化量を倉２６西東京市

*d:中間処理施股において不懲ごみ２７瑞穂町
や粗大ごみ等から人手や機械等

によって選別された資亙物の丑２８日の出町

*ｅ：総資源化率＝

（資源ごみからの資源化亘十２９槽原村
集団回収丑十収集後資毒化且）３０奥多摩町
÷（総ごみ量十集団回収■）

*f:ごみ資深化率＝ 全 体
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第２回廃棄物減量等推進審議会資料           平成２６年９月１８日 

 

 

 

 

ごみ組成分析調査概要 

 

1 調査の概要 

本調査は、小金井市一般廃棄物処理基本計画の策定にあたり、居住形態別にご

みの排出状況や減量化・資源化可能物の混入状況などについて確認し、効果的な

施策への展開やごみ排出量の将来推計に資することを目的とし、燃やすごみと燃

やさないごみの組成分析を実施しました。 

 

(1) 実施時期 

   平成 26年 7月 9日～7月 18日 

 

(2) 対象 

1) 対象としたごみ 

  家庭系及び事業系の燃やすごみ・燃やさないごみ 

2) 調査対象地域及び調査対象試料 

居住形態を「戸建住宅」、「ファミリー向け集合住宅」、「単身集合住宅」、「事

業所」と定め、それぞれ 2地域ずつ選び、各地域から燃やすごみの場合は 200kg

以上（袋数で約 40～50 袋）、燃やさないごみの場合は約 100kg 以上（袋数で

約 40～50袋）を目安に試料を調達しました。 

市の家庭用指定収集袋及び事業用指定収集袋等で排出されている燃やすご

み・燃やさないごみを調査対象として収集しました。 

 

(3) 調査内容 

収集した試料の組成（52分類）を行い、組成別に重量割合を算出しました

（湿ベース）。この結果から居住形態別の組成をまとめています。 
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表 1 燃やすごみの組成分析結果（重量割合％） 

 
No. 戸建住宅

ファミリー向け
集合住宅

単身集合住宅 事業所

1 49.3 45.0 27.0 23.6

2 4.9 7.8 1.4 2.0

3 0.0 0.0 0.0 0.0

紙パック 4 0.3 0.5 3.0 0.7

紙類　段ボール 5 0.3 0.1 3.0 0.5

その他容器包装 6 0.9 0.6 3.3 1.9

新聞 7 0.5 0.7 2.9 0.9

雑誌 8 0.2 2.3 0.1 0.0

チラシ 9 0.4 1.4 5.2 3.2

OA用紙 10 0.2 0.0 0.0 2.8

難再生古紙 11 1.1 2.4 2.4 2.2

その他紙類 12 1.6 0.9 3.0 7.0

13 2.5 1.1 2.5 0.4

14 0.2 0.0 0.0 0.1

15 0.4 2.0 1.2 1.5

16 0.2 0.1 0.9 1.4

白色発泡トレイ 17 0.1 0.0 0.0 0.0

色付き発泡トレイ 18 0.0 0.0 0.0 0.0

未発泡トレイ 19 0.1 0.1 0.7 0.1

その他のボトル 20 0.2 0.2 0.2 0.1

プラスチック容器その他 21 0.0 0.0 0.1 0.1

ペットボトル 22 0.0 0.0 0.0 0.1

レジ袋 23 1.2 2.4 1.7 1.2

袋・ラップ・フィルム 24 3.7 4.9 5.2 3.5

梱包材 25 0.0 0.0 0.0 0.1

製品 26 0.1 0.1 0.1 0.1

容器包装以外その他 27 0.0 0.0 0.0 0.0

くつ・かばん・ベルト 28 0.0 0.0 0.2 0.0

その他 29 0.0 0.0 0.0 0.0

くつ・かばん・ベルト 30 0.0 0.3 0.3 0.0

31 15.9 4.5 0.0 0.6

アルミ缶 32 0.0 0.0 0.5 0.1

スチール缶 33 0.0 0.0 0.0 0.1

その他金属製缶類 34 0.0 0.0 0.0 0.0

その他鉄類 35 0.0 0.0 0.0 0.0

その他非鉄類 36 0.0 0.0 0.0 0.0

リターナルびん 37 0.0 0.0 0.0 0.0

白色びん 38 0.0 0.0 0.0 0.0

茶色びん 39 0.0 0.0 0.0 0.0

その他雑びん 40 0.0 0.0 0.0 0.0

容器包装以外 ガラス製品など 41 0.0 0.0 0.0 0.0

42 0.0 0.0 0.0 0.0

43 0.0 0.0 0.0 0.0

44 0.0 0.0 0.0 0.0

45 0.0 0.0 0.0 0.0

46 0.0 0.0 0.0 0.0

47 0.2 0.0 0.0 0.0

48 14.7 21.9 33.2 44.7

49 0.2 0.1 0.5 0.2

50 0.0 0.0 0.0 0.0

51 0.6 0.6 1.4 0.7

52 0.0 0.0 0.0 0.1

100.0 100.0 100.0 100.0

調理くず、生ごみ

食品ロス（食べ残し、手つかずなど）

生ごみ処理乾燥物

紙おむつ等

ｺﾞﾑ・皮革類以外

布類（リサイクル不可）

草木類

容器包装びん、
ガラス類

金属類

容器包装

容器包装以外

小型家電製品を除く粗大ごみ

指定袋

厨芥類

紙類

繊維類

ｺﾞﾑ・皮革類

プラス
チック類

枝木、雑草、剪定枝など

落ち葉

布類（リサイクル可）

小型家電製品

複合製品

その他可燃（衛生上燃やすもの、わた入りの製品等）

その他不燃（電球､汚れが落ちないﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類・容器等）

環境省以外の小型家電製品

全分類に含まれていないもの

合計

分類項目

容器包装

容器包装

容器包装以外

古紙
（容器包装以外）

陶磁器、石類

乾電池（有害ごみ）

蛍光灯（有害ごみ）
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表 2 燃やさないごみの組成分析結果（重量割合％） 

 

 
No. 戸建住宅

ファミリー向け
集合住宅

単身集合住宅 事業所

1 0.0 0.0 2.1 0.0

2 0.0 0.6 8.4 0.0

3 0.0 0.0 0.0 0.0

紙パック 4 0.0 0.0 4.0 0.0

紙類　段ボール 5 0.0 0.1 4.1 0.0

その他容器包装 6 0.0 0.1 1.0 0.3

新聞 7 0.3 0.1 0.5 0.0

雑誌 8 0.0 0.0 0.6 0.0

チラシ 9 0.0 0.1 1.1 0.0

OA用紙 10 0.0 0.0 1.5 0.0

難再生古紙 11 0.0 0.0 0.7 0.2

その他紙類 12 0.0 0.6 0.9 0.0

13 0.0 0.0 0.0 0.0

14 0.0 0.0 0.0 0.0

15 0.1 0.0 0.5 0.0

16 0.8 0.0 0.0 0.0

白色発泡トレイ 17 0.0 0.0 0.3 0.0

色付き発泡トレイ 18 0.0 0.0 0.3 0.0

未発泡トレイ 19 0.1 0.2 2.7 0.6

その他のボトル 20 2.8 3.7 4.2 3.0

プラスチック容器その他 21 0.0 0.1 0.4 0.1

ペットボトル 22 0.0 0.1 1.1 0.0

レジ袋 23 0.2 0.7 2.1 0.3

袋・ラップ・フィルム 24 2.4 1.8 11.2 7.6

梱包材 25 0.0 0.0 0.1 0.1

製品 26 5.7 8.6 7.0 23.4

容器包装以外その他 27 0.0 0.0 0.1 0.0

くつ・かばん・ベルト 28 17.1 18.3 9.8 8.1

その他 29 0.7 0.1 0.0 3.1

くつ・かばん・ベルト 30 9.0 5.7 1.7 0.1

31 0.0 0.0 0.0 0.0

アルミ缶 32 0.2 0.0 0.0 0.0

スチール缶 33 0.4 0.2 0.2 0.5

その他金属製缶類 34 0.2 0.0 0.0 0.5

その他鉄類 35 2.0 3.0 0.7 2.4

その他非鉄類 36 0.5 0.6 0.6 2.7

リターナルびん 37 0.0 0.0 0.0 0.0

白色びん 38 0.3 0.5 0.8 6.1

茶色びん 39 0.0 0.1 1.2 0.8

その他雑びん 40 0.0 0.1 0.1 0.3

容器包装以外 ガラス製品など 41 5.5 2.2 1.4 1.8

42 7.3 5.9 0.7 1.3

43 0.1 0.0 1.2 0.2

44 0.0 0.3 0.0 0.0

45 13.7 18.2 6.9 5.2

46 0.0 0.0 0.0 0.0

47 9.7 13.0 8.3 10.9

48 1.4 9.4 7.4 1.8

49 10.7 5.0 2.1 16.5

50 7.3 0.0 0.0 0.0

51 0.6 0.6 1.5 0.7

52 0.9 0.0 0.5 1.4

100.0 100.0 100.0 100.0

容器包装

容器包装

容器包装以外

古紙
（容器包装以外）

小型家電製品を除く粗大ごみ

指定袋

全分類に含まれていないもの

合計

厨芥類

紙類

繊維類

ｺﾞﾑ・皮革類

プラス
チック類

枝木、雑草、剪定枝など

落ち葉

布類（リサイクル可）

布類（リサイクル不可）

草木類

びん、
ガラス類

環境省以外の小型家電製品

金属類

容器包装

容器包装以外

陶磁器、石類

乾電池（有害ごみ）

蛍光灯（有害ごみ）

小型家電製品

分類項目

複合製品

その他可燃（衛生上燃やすもの、わた入りの製品等）

その他不燃（電球､汚れが落ちないﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類・容器等）

調理くず、生ごみ

食品ロス（食べ残し、手つかずなど）

生ごみ処理乾燥物

紙おむつ等

ｺﾞﾑ・皮革類以外

容器包装
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一般向けワークショップの開催結果 

 

１ 日時、参加者について 

 ＜第１回＞ 

○平成 26 年 7 月 29 日（火）19 時～21 時 

○参加者：男性 6 名 女性 2 名 合計 8 名 

 ＜第２回＞ 

○平成 26 年 8 月 2 日（土）14 時～16 時 

○参加者：男性 5 名 女性 6 名 合計 11 名 

 

 【年齢層】 

＜第 1 回＞              ＜第 2 回＞ 
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２ 概要 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 一般向けワークショップで出された意見のテーマ別整理 

別紙のとおり 

 

 

 

○開会 

○小金井市のごみについて 

（ごみの量や種類、処理・処分の流れ、課題、市の取組み等を紹介） 

○ごみ分別クイズ（間違いやすいごみの分別についてクイズ形式で確認） 

○グループワーク（各グループが選んだテーマで意見交換、まとめ） 

（設定テーマ） 

① 発生抑制を進めるためのポイントは  

「ごみ減量の基本である発生抑制を推進するにはどうしたらよいか」 

② 多くの人にごみ減量の大切さを伝えるには 

「多様なライフスタイルがある中で、ごみ減量を理解してもらうための新たな

アイデアは」 

③ ごみ減量や分別で困っていることと、その解決策 

「身のまわりのごみ減量や分別について困っていることと、その解決に向け市

と市民が取り組むべき具体策」 

○閉会 
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子どものためのワークショップの開催結果  

 

１ 日時、参加者について 

  ＜第 1 回＞ 

○平成 26 年 7 月 29 日（火）9 時～11 時 

○参加者：男性 5 名 女性 7 名 合計 12 名（小学生以下 1 名含む） 

  ＜第 2 回＞ 

○平成 26 年 8 月 2 日（土）9 時～11 時 

○参加者：男性 7 名 女性 7 名 合計 14 名 

 

 

 【学年】 

＜第 1 回＞              ＜第 2 回＞    
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２ 概要 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 子どものためのワークショップで出された意見の整理 

別紙のとおり 

 

 

○開会 

○買い物ゲーム 

①お買物券を使って買い物をする（おつりが多いチームの勝ち）。 

②商品にはごみになるものがあること、その処理にお金がかかること（処理費）

を学ぶ。 

③ごみが出ないようにするためのアイデアを考える（グループ別に発表）。 

④再度買い物に挑戦する（③をもとにアイデアシートを作成、実行する）。 

⑤振り返り 

○閉会 



■ふりかえりシート 

 

・リサイクルをしたりして、ごみをへらすこと。

・ごみをへらすこと。

・ばらのを買うと、しょりひがかからない。

・トレーよりネットのほうがいい。

・トレーを使った物は買わないようにすること。

・ごみを気にして買う！

・ごみを出さないことは、大切だということです。

・トレーやペットボトルのお金がかかるんだなと気づきました。

・ごみの処理には処理費があったことです。

・処理費があること。

・ばら売りで買うとごみがへったことが知れてよかったです。

・はじめてあった友だちといっしょにゲームができておもしろかった。

・作戦をたてて、買い物をしたこと。

・ごみの数をへらすところ！

・買い物ゲームの作戦を練る所と買ってお会計している所。

・いろいろゲームをしながら勉強したこと。

・買い物ゲームで、処理費や値段を計算しながら考えて買い物するのがおもしろかった。

・買い物ゲームでごみのことを思うだけで、しょりひが45もへったこと。

・ごみのクイズがリアルだった。

・買いものゲームがたのしかった。

・３R。

・ごみをへらすこと。

・ふくろに入れてもらわない。

・いらない物はかわない。

・おうちの人といっしょにごみがへらせるようにかいものをしたい。

・トレーやネットに入っていないばら売りの物を買うこと。

・ごみをへらし、かんきょうを守る。

・マイバックやエコバックを使用することです。

・ごみをいっぱい出さないこと。

・ごみをへらす取り組みをしようと思いました。

・ばら売りの物をかって、自分のマイバックを使う。

・たのしかった。ごみについてまなべた。

・3Rを守るといい。

・ごみをたのしくへらせた。

・ごみはたいせつだな〜とおもいました！

・またこの機会があったらきたい。

・トレーなどに入っている物などより、ばらで買った方がよいこと。

・ごみのことが知れてよかった。

・処理費が高い。

Ｑ．子供向けワークショップの感想

　○ 今日気がついたことは？

　○ 今日おもしろいなと思ったことは？

　○ そのほかに感じたことは？

　○ これから実行しようと思ったことは？



子どものためのワークショップ結果（第１回）

日時：平成２６年７月２９日（火）　９時～１１時 リデュース
【全体】 ・リデュースなどをきっちり守る。

■買い物ゲーム
【買い物の工夫】 ・すいとうをもちあるきペットボトルを買わない。

・ゴミをださないものを買う。

・ゴミをへらすために必要なものだけ買う。

・よく考えてから買う。

・「もしかしたら」のものは、できるだけ買わない。

・むだな物を買わない。

・買いすぎない。

・トレーなどに入れないで買う（ばらで買う）。

・せんざいなどつめかえができるかを見て買う。

・ねだんが安くてトレーなどをつかってない物を買う。

■ごみの分別・処理についての説明 【マイバッグ】 ・ビニール袋をもらわない。

・マイバックを使用する。

・マイバックを使う。

【節約】 ・お金をつかいすぎなければゴミもへる。

・おねだりしない。

・なにも買わない。

【その他】 ・最後まで使う。

・生ゴミをへらす（たべのこしをへらす）。

リユース ・リユース

・いらなくてもまわりの人がほしければあげる。

■減量アイデアのグループ発表
リサイクル ・リサイクルできるものを買う。

・リサイクルを守る。

・しっかり分別。

その他 ・３Rをする。

・高いものは買わない。

・おかいどく品を買う。

・バーゲンの日に買い物に行く。

・ばらでかうとやすい。

・安い材料を買う！

・あまりトレーがついている物を買わない。

・ばらを買わない（エビは）。

・エビを買う（ばらで）。

・ペットボトルを買え。

・ネットを使った物を買う。

・肉を買わない。

・国産の物を買う。

スケジュール

9：00～ 挨拶

9：10～ 「買い物ゲーム」の説明

9：15～ 買い物ゲーム開始（１回目）

（15分程度）

9：30～ ごみの分別・処理の説明

9：45～ 作戦タイム

10：00～ 休憩

10：10～ 買い物ゲーム開始（２回目）

10：30～ 買い物ゲーム終了

ふりかえり

作業風景

買い物ゲームで出されたアイデア

ごみ減量のためのアイデア



子どものためのワークショップ結果（第２回）

日時：平成２６年８月　２日（土）　９時～１１時 リデュース

【買い物の工夫】 ・あまり買わない時は正味量が少ない物を買う。

■買い物ゲーム ・トレーのある食べ物はあまり買わない。

・ごみの元になる物を買わない（できるだけ）。

・野菜をバラで買う。

・トレーはお金がいっぱいかかるから、バラ売りのものを買うと

いいと思います。

・包まれていないばら売りの物を買う。

・シンプルで飾りがついていない物を買う。

・家計簿に書いて、必要な物を買う。

・バラの物を１つ袋に入れる。

・バラにしないでまとめて入れる。

・バラ売りを買う（必要な分だけ）。

・無駄な物を買わないで計画的に。

■作戦タイム ・ごみが小さい物を選んで買う。

・カンを５本ではなく、ペットボトルを１本買うなどのように数を

少なくする。

【マイバッグ】 ・リュックを持っていって袋をもらわない。

・レジ袋を使わない。

・レジ袋を使わないで、エコバッグやマイバッグを使うといいと

思います。

・マイバッグを持ち歩き、レジ袋をもらわない。

・ビニール袋は捨てずにエコバッグの代わりにする。

・買い物と時にレジ袋ではなくてエコバッグを使う。

■減量アイデアのグループ発表 【その他】 ・まず普通の袋にごみを入れて、ごみが満ぱんになったら小さ

いごみ袋に何とか詰め込む。

・国産の物を買う。

・マイバックを使用する。

・ごみになりにくい物を買う（ばらなど）。

・ エコバックを使う。

・処理費がひくい物を買う。

・家計簿に書いて、必要な物を買う。

・ばら売りを買う。

スケジュール

作業風景

ごみ減量のためのアイデア

買い物ゲームで出されたアイデア

9：00～ 挨拶

9：10～ 「買い物ゲーム」の説明

9：15～ 買い物ゲーム開始（１回目）

（15分程度）

9：30～ ごみの分別・処理の説明

9：45～ 作戦タイム

10：00～ 休憩

10：10～ 買い物ゲーム開始（２回目）

10：30～ 買い物ゲーム終了

ふりかえり



単位：ｔ

家庭系(Ａ) 事業系(Ｂ) 家庭系(Ｄ) 事業系(Ｅ)

4月 1,038.4 34.9 1,073.3 1,061.7 26.9 1,088.6 15.3 1.43%

5月 1,078.3 34.1 1,112.4 1,063.1 21.6 1,084.7 △ 27.7 △ 2.49%

6月 999.8 28.6 1,028.4 963.9 20.0 983.9 △ 44.5 △ 4.33%

7月 1,087.7 31.2 1,118.9 1,108.7 24.9 1,133.6 14.7 1.31%

8月 1,019.3 27.7 1,047.0 1,013.1 22.3 1,035.4 △ 11.6 △ 1.11%

9月 942.1 29.4 971.5 ― ― ― ― ―

10月 1,056.5 32.6 1,089.1 ― ― ― ― ―

11月 1,030.8 28.8 1,059.6 ― ― ― ― ―

12月 1,059.6 28.9 1,088.5 ― ― ― ― ―

1月 1,036.7 29.1 1,065.8 ― ― ― ― ―

2月 869.9 28.1 898.0 ― ― ― ― ―

3月 975.9 28.5 1,004.4 ― ― ― ― ―

合  計 12,195.0 361.9 12,556.9 5,210.5 115.7 5,326.2 △ 53.8 △ 1.00%

比較増減率
　　　　　　合　計(Ｃ＝Ａ+Ｂ) 　　　　　合　計（Ｆ＝Ｄ＋Ｅ）項　　目

燃やすごみの処理量の昨年度との月別の比較について

平成25年度 平成26年度

比較増減量
（Ｇ＝Ｆ－Ｃ）

平成２６年９月１８日第２回小金井市廃棄物減量等推進審議会資料


